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令和元年第２回牛久市議会定例会 

 

議事日程第３号 

    令和元年１０月１０日（木）午前１０時開議 

 日程第 １．一般質問 

        ――――――――――――――――――――――――― 

午前１０時０２分開議 

○議長（石原幸雄君） おはようございます。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を行います。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 一般質問 

 

○議長（石原幸雄君） まず初めに、９番柳井哲也君。 

      〔９番柳井哲也君登壇〕 

○９番（柳井哲也君） おはようございます。 

 ２日目、一番最初に質問させていただきます。無会派の柳井哲也でございます。 

 まず、１番の牛久シャトーの復活について、根本市長は、牛久シャトーとエスカード牛久ビ

ルの復活を掲げ、当選を果たしました。本当におめでとうございます。解決に向けた市民の期

待値も非常に大きく、全員協議会で私たちに説明のあった内容が新聞に報道されたものを読ん

だ市民より早速電話があり、さまざまな意見をいただきました。その中で主なものを２つ申し

上げたいと思います。 

 １つは、速やかな対応でとてもよかったということです。どんなにすばらしい内容でも遅い

のは評価できないというものです。  

 もう一つは、あの内容で本当に大丈夫かというものです。採算がとれなかったので、事業を

やめたというオエノンホールディングスでありますが、ほとんど同じ形で再開しても赤字にな

ってしまうのではないかという心配です。どことどこがまずかったから、それをこのように改

善するという分析資料も特にありません。今度は、今までの牛久シャトーとは全く違う、牛久

市が主導してやっていくものはさすがにすごいと、あの新聞を読んでもそれが感じられないと

いうのであります。 

 率直に言って、私もそう感じています。これからつくろうとしている牛久シャトーのコンセ

プトといいますか、もっとわかりやすく言えば、このようにすばらしいものという、そのイ



 

メージをまず指し示して、その目標をたとえ難しくても必ず実現していくんだ、そういうふう

につくっていただきたいと考えます。 

 参考になるかどうか、別としまして、龍ケ崎市の道の駅計画は、ちょっとおくれていますが、

事業費が上下水道などのインフラ関係を除いて１７億円、年間利用者７０万人、年間売り上げ

７億円から８億円です。 

 牛久シャトーは大震災の被害をこうむりましたその修繕費が文化財以外も含めれば約２０億

円、修繕費は新築費よりも高くなることもあります。投資額はほとんど同じと考えてもいいか

と思います。年間利用者数、売り上げ、どのように持っていくか、その内容だと思います。 

 これから私が質問していく一つ一つは、一問一答形式でありますので、最初はわかりにくい

かもしれませんが、全部合わせますと牛久シャトーのイメージがわかってもらえるものと思い

ます。これまで４０万人のお客様が来てくれてもだめだった。もっと大勢の方に来てもらうに

は、今までよりももっともっと魅力のある内容にしなければ、再開する意味がないというのが

まず大前提になっております。 

 その前提の上で、まちづくりにかかわってきた人、あるいは市民の皆さんが、牛久シャトー

はこのようになっていってほしい、そう思って述べてくれた提案を初め、さまざまな意見を私

がまとめてみました。そこに、私の考えも入れて、以下質問してまいりたいと思います。 

 まず（１）番、牛久市の重要文化財の担当部署を牛久シャトー内に配置することについて。

私も大賛成でありますが、その内訳をお聞きしたいと思います。 

 ①時期はいつごろになるのか。何人ぐらいを牛久シャトーの建物のどこに配置するのかにつ

いてお願いします。 

○議長（石原幸雄君） 教育委員会次長飯野喜行君。 

○教育委員会次長（飯野喜行君） お答えいたします。 

 パソコンのネットワーク環境などインフラ設備が整わない状況にありましては、文化財担当

セクション全てを移すことはできないと考えています。現在は、文化財担当職員がスケジュー

ルを調整しながら牛久シャトーへ通う形で勤務を行っております。 

 そのため、現在進めておりますインフラ設備など執務環境が整う１１月上旬を目途といたし

まして、文化財担当職員４名を牛久シャトー内の事務所等に配置する方向で調整をしておりま

す。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 柳井哲也君。 

○９番（柳井哲也君） ありがとうございます。 

 ②の仕事の内容でございます。配置される職員が学芸員であれば、来られたお客様への観光

ガイドばかりでなく、調査研究、保存、展示など、企画展や特別展の開催、あるいは定期的に



 

小中学校の生徒たちを受け入れ、傳兵衛さんの人となりを伝えていく広報活動などもできます。

牛久シャトーに誇りを持てる牛久市民の思いというものを育てるために、牛久シャトーの歴史

的な意味と価値を知らせる活動です。また、ボランティアを育成し、観光ガイドをしていただ

くことも重要な仕事となります。そのような内容についてお聞かせください。 

○議長（石原幸雄君） 教育委員会次長飯野喜行君。 

○教育委員会次長（飯野喜行君） お答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、牛久シャトーに誇りを持てる郷土愛を醸成するため、牛久シャトーの

歴史的な意味と価値を周知する活動が必要であることは十分に承知をしております。その内容

といたしまして、定期的な小・中学生の見学の対応や牛久シャトー所蔵資料の調査、常設展示

のリニューアル、企画展の開催などが想定をされ、専門的な知識と経験を有する学芸員が配置

されることでこれらは可能になると考えております。 

 しかしながら、現在、配置が予定される文化財担当職員は、仮称でありますが、住井すゑ記

念館整備や開発に伴う埋蔵文化財の発掘調査、あるいは小川芋銭記念館雲魚亭の公開活用、日

本遺産認定推進など、文化財保存活用地域計画にのっとりましてさまざまな事業展開に当たっ

ております。牛久シャトーの保存活用に専属専任体制をとることは難しい状況にあります。 

 そのためにも、地域住民や民間団体との連携に取り組みまして、継続的な文化財の保存活用

体制を早期に構築していく必要性があります。議員御提案の観光ガイドボランティアの育成は、

まさに時宜を得た事業内容と捉えまして、今後、観光行政担当や設立予定の新会社などとも協

議をいたしまして導入方法や開始時期について検討してまいりますので、御理解のほどよろし

くお願い申し上げます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 柳井哲也君。 

○９番（柳井哲也君） それでは、３番に移ります。③オエノンホールディングスとの間に牛

久シャトー全体をお借りする契約を交わしていくわけですけれども、そうしますと、にぎわい

のある形をつくっていく必要があり、文化・芸術の担当課は、場所も含めまして、その運営体

の一部になるのか。植栽の手入れや清掃、建物の管理等々調整が必要になると思います。牛久

シャトー全体のマネジメントと重要文化財の担当課の仕事の関係について、お聞かせください。 

○議長（石原幸雄君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 牛久シャトーの敷地全体を借り受ける第一の目的は、国指定の重要文

化財施設を含む約６万６，０００平方メートルの敷地の維持管理、第２の目的として、営利活

動を再開し、にぎわいを取り戻すことでございます。 

 御質問にございました文化財担当部をシャトー内に配置する目的は、重要文化財施設の保存

と有効活用の指導になります。 



 

 現在、文化財担当部署を配置するため、庁舎内と同様のコンピューターネットワークを設定

する工事等の準備を進めているところでございます。事務が執行できる環境が整い次第、職員

を配置して、そして、牛久シャトーのにぎわいを取り戻すための施策として、今後、新会社の

設立を予定しております。重要文化財の保存・活用については、文化財担当部署の指導を受け

ながら新会社が行っていくことになります。 

 私、きのう、    がシャトー内に来まして、実はオエノンホールディングス株式会社の

株主さんのシャトー見学ということで、いろいろなシャトーの説明、そして、    が来て

説明するということでございました。私も出席して皆さんに御挨拶したところでございます。

社長から直接じゃなくて関係者の話を聞くと、やっぱりオエノンホールディングス株式会社で

もシャトーについてはさまざまな意見が出されたということで、相当に社長も株主さんには配

慮している。そして、いろいろな話を本当にやってここまで来たという話を聞いています。で

すから、包括協定、そして、基本契約ということで、１１月に本契約がなされますけれども、

その前には、やはり民間企業ですので、さまざまなステップを踏んで、そして、皆さんに説明

しながらきたそうでございます。 

 ですから、私たちも今知り得る情報を全てここでいろいろな話をしたならば、    が今

までやってきた株主とのさまざまな話が全て無になってしまう部分もございます。私は、ある

程度、想定されるものでございますけれども、その想定はある程度、いろいろな情報を得て、

想定できるものを皆さんにお示ししているところでございますので、これがそういうことで出

てしまうと、「あなたたちは何やっているの」という話いただくと、完全に恐らく「もういい

よ」という話になったら、これは本当にどえらいことになりますので。ですから、今まで、皆

さんにお話しできないいろいろな過程を私たちは関係者を通して聞いております。そして、そ

うならないようにということで話を一歩一歩進めながら、そして、最終的にはこのような基本

契約になったことでございます。 

 ですから、新会社の社長は誰がするのかとか、それから、このお金はどのように算出で出て

きたのか。本契約が出てきたときは、それを皆さんにしっかりとお話ししながら、そして、今

まであったこともお話しできるのかなということで、今は本当に、オエノンホールディングス

と私たちの本当の紳士的な協定を結びながら、話をしながら、そして、お互いの利益を求めな

がら話をしてございますので、その辺をお酌み取りの上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（石原幸雄君） 柳井哲也君。 

○９番（柳井哲也君） 市長からの答弁ありがとうございます。 

 きのう、オエノンホールディングスの    さんが株主の方と牛久シャトーで食事をしな

がら情報交換会があったということで、そこに市長が行って話をしてきたというのを、今紹介



 

ありました。すばらしいことだと思います。根本市長とオエノンホールディングスさんのトッ

プと交流をふだんからそうやって持ちながら進めていく形が理想的だと思っております。本当

に、それが実際のこれからのシャトー運営、経営していく上で成功する一番の礎だと思ってお

ります。ますますよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、（２）番の国の重要文化財に指定されるほど価値ある牛久シャトーをどのように

活用していくのかについて、具体的に質問してまいります。 

 ①運営は牛久市の直営か。星野リゾートなどのプロに委託するのか。ちょっと、質問、さき

に提出してありましたので、このような質問になってしまいました。第三セクターを設立し、

管理運営をやっていきたいということでありますが、もう少し具体的にお願いしたいと思いま

す。 

 こういう話を、私、ある人にしたら、                         

                                        そう

いう思いを強く持っているので、ぜひ伝えてほしい。そういう言葉もいただいているわけであ

ります。そのような可能性も含めて御答弁いただけたらと思います。よろしくお願いします。 

○議長（石原幸雄君） 環境経済部長藤田 聡君。 

○環境経済部長（藤田 聡君） お答えいたします。 

 借り受けたあとの牛久シャトーは、第三セクターとなる新会社が運営いたします。 

 レストラン等の飲食、土産物等の物販の再開につきましては、新会社の直接運営やテナント

の誘致を検討しておりますが、店舗数を含めまして、採算の見込める最良の選択をするべく現

在検討中でありまして、新会社設立準備とともに、設立趣意書にのっとった経営計画を立てて

進めてまいりたいと考えております。 

○議長（石原幸雄君） 柳井哲也君。 

○９番（柳井哲也君） ありがとうございます。 

 それでは、２番目の質問に移ります。②旧キャノンと本館の使い方でありますが、これは文

化的イベント、レストランとしてではなく、文化イベントとして使ってもらいたい。 

 その内容でありますが、生涯学習センターで講座などカルチャー教室が毎日のように行われ

ているわけでありますが、その発表会に利用してはどうか。あるいは踊り、音楽、ライブ、謡

曲、                          という話も聞いております。劇

や映画、寄席などの開催、文化服装学院の卒業制作発表会なども今から営業をかければ来ても

らえるはずというような意見を言っている方もおられました。あるいは、絵画や写真展などの

展示会、つるし雛展、菊花会の菊花展、そういう催しを間断なく行われるように調整しながら、

それをシャトーに来られた観光客が自由に見られる形をつくる。魅力ある牛久シャトーのメー



 

ンをここに置いた提案が市民から出されているわけであります。 

 そういう意見に対して、市の考えをお聞かせいただけたらと思います。 

○議長（石原幸雄君） 環境経済部長藤田 聡君。 

○環境経済部長（藤田 聡君） お答えいたします。 

 牛久シャトーのにぎわいを取り戻すために、旧キャノンにつきましては、現在のところ、レ

ストランとしての活用を最優先に検討してございます。 

 本館の利用につきましては、シャトーのイメージを損なわないように、１階・２階のフロア

を総合的に捉えて利用していく必要があると考えております。本館の常時開館は、防犯対策及

び施設の保存費用等を考慮し検討することとなりますが、文化財担当部署が配置されることに

よりガイドツアーの実施等は可能であると考えられますので、来館するお客様に喜んでいただ

けるように努めてまいりたいと思います。 

 いずれにしましても、国指定の重要文化財施設につきましては、保護を最優先に有効活用を

できるだけ検討していきたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 柳井哲也君。 

○９番（柳井哲也君） 市主導でやるということなので、できたら、火を使う仕事はやめてい

ただきたいなと思っているんですが、経済的な側面も否定できないということで、ただ、私個

人といたしましては、文化財保護法のできた経過、なぜできたか。あるいは文化財保護法の趣

旨などをいろいろと考えますと、個人的には反対意見を持っております。これはこれ以上、こ

こにとどめておきたいと思います。 

 それでは、③の旧バーベキューガーデンの周りにソフトクリームやファストフードの出店を。

さらに、屋台村のような気軽に利用できる店舗や子供や若者にも喜ばれるお土産店を配置する。

できたら、浅草の神谷バーにも協力してもらって、全体として昼夜営業できるようにして集客

力向上を図っていくという意見について、お答えいただけたらと思っております。お願いしま

す。 

○議長（石原幸雄君） 環境経済部長藤田 聡君。 

○環境経済長（藤田 聡君） お答えいたします。 

 旧バーベキューガーデンの活用につきましては、施設全体の調和を図りながら、子供や若者

に喜ばれ、誰もが気軽に利用できる場所として、採算を考慮しながら検討してまいりたいと考

えております。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 柳井哲也君。 

○９番（柳井哲也君） ありがとうございます。 

 前向きな答弁をいただきまして、建物はつくるのは難しいとは思うんですが、今はキッチン



 

カーのような販売もだんだんふえてきております。縁日のようなにぎわいを演出して、近くか

らお客さんがどんどん来てもらえるような魅力のある雰囲気づくりをどうか検討していただけ

たらと思うばかりであります。 

 ４番目の④旧テラス・ドゥ・オエノンは、ワインの合う手ごろな価格のレストランとして再

生し、かつ、ソムリエを常駐させ、いつでも国産ワインが試飲できるような店舗にし、その隣

にワインショップ、国産ワインの、できたら、殿堂と言われるようなものを併設してはどうか

という意見であります。 

 近年、世界で評判となっている日本産ワイン、これを全て取り扱うことによって、国産ワイ

ンの資料館、おのずとできてしまうのではないか。牛久に行けば全ての国産ワインが手に入る

ということは、全国からの観光客はもちろん、特にインバウンドに最も効果的なアピールにな

り、しかも強力な集客策にもなるわけです。このことについても意見をお聞かせください。 

○議長（石原幸雄君） 環境経済部長藤田 聡君。 

○環境経済部長（藤田 聡君） お答えいたします。 

 御質問のとおり、旧テラス・ドゥ・オエノンにつきましては、レストランとしての再開を最

優先に検討すべきと考えております。 

 レストランにつきましては、新会社設立後なるべく早く営業を再開してほしいという声が市

民の方々から寄せられておりますので、以前より集客力があり、魅力ある施設となるように、

皆様の御意見を参考に検討してまいりたいと考えております。 

○議長（石原幸雄君） 柳井哲也君。 

○９番（柳井哲也君） ありがとうございます。 

 ソムリエのことなんですけれども、私がなぜこれを申し上げたかと申しますと、私が牛久シ

ャトーのことで意見を集めていたら、千葉県にある会社でソムリエのマネジャーをしている  

              方が、牛久シャトーが再開するのであれば、ぜひ会社として参

加したい。そのことをぜひ伝えてほしいということです。こういう本を出して、教育に国内を

走り回っているソムリエの方なんですけれども、多分、根本市長は、以前、近くに住んでいた

方なので……。 

○議長（石原幸雄君） 杉森議員、一般質問の途中ですが、何か。（「ちょっと途中ですけれど

も」の声あり） 

 暫時休憩いたします。着座のまま、暫時休憩いたします。 

午前１０時３２分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午前１０時３２分開議 



 

○議長（石原幸雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 柳井哲也君。 

○９番（柳井哲也君） 大変失礼いたしました。議場のルールをちょっと無視してしまいまし

て、個人名を出してしまいましたので、これを削除するようお願いを申し上げます。大変失礼

いたしました。以前の個人名についても同様に扱いをよろしくお願いしたいと思います。 

 そういうソムリエの方もいましたので、御紹介させていただきました。 

 それでは、５番の質問に移ります。ワイナリーは牛久シャトーの必須条件であり、ブドウ栽

培を牛久市の主要産業として立ち上げていく。牛久市には市直轄のグリーンファームがありま

す。グリーンファームで収穫したブドウを原料として牛久シャトーで醸造し販売していくとい

う一連の流れがこれまでできませんでしたが、牛久市が牛久シャトーを借り受けることによっ

てこれができるようになるのではないか。耕作放棄地対策の一つとして、ブドウ栽培への就農

に牛久市が支援していく。これこそ牛久市民が最も望んできたことであろうと考えます。これ

についてお願いします。 

○議長（石原幸雄君） 環境経済部長藤田 聡君。 

○環境経済部長（藤田 聡君） お答えいたします。 

 牛久市のブドウ栽培の現状につきまして御説明を申し上げます。現在、市内には出荷用のブ

ドウを栽培している農家はほとんどありません。これは地理的な気象条件が要因の一つと考え

られます。牛久グリーンファームのワイン用ブドウの選定に当たりましても、病気に強く生育

の早い、素人でも育てやすい品種を採用しております。ワイン用ブドウのメジャーな品種を育

てるには、気象条件に合った品種の選定や栽培技術が重要となりますので、牛久市に合った品

種や技術者を探すことなど研究していきたいと考えております。 

 市内での原料の確保につきましては、ワイン用ブドウの苗は収穫に至るまで少なくとも３年

はかかると言われておりますが、栽培から醸造までを市内で完結し、「牛久産ワイン」を販売

できれば、当市にとって活性化の一助になると考えております。 

 市といたしましては、牛久シャトー内にある醸造施設はもちろん、重要文化財を含むあらゆ

る設備を活用し、ブドウの栽培までを含めたシャトーワインの継続を考えておりますので、今

後ともぜひ御協力いただきたく、お願いを申し上げます。 

○議長（石原幸雄君） 柳井哲也君。 

○９番（柳井哲也君） ありがとうございます。 

 シャトーの冠、フランス政府からこれをいただいた。それはブドウ栽培から一貫して瓶詰め

まで行うという、その形が本物であったから何とかもらうことができたという過去がございま

す。どうか実現できるよう、よろしくお願いしたいと思います。 



 

 ⑥の質問に移ります。現在、牛久シャトーの敷地の一番奥のほうにブドウ畑がありますが、

野外音楽堂のような舞台をつくれたら、市民や若者たちに開放していけるのではないか。また、

奥の敷地は牛久市の調整池の公園に接しており、これをつなげてしまえば地元野菜の直売所を

つくることもできるわけです。土曜、日曜などは市役所に市民が駐車して買い物を楽しむこと

もできます。地元のお客さんが毎日来てくれる店づくり対策の提案であります。これについて

もお聞かせいただけたらと思います。 

○議長（石原幸雄君） 環境経済部長藤田 聡君。 

○環境経済部長（藤田 聡君） お答えいたします。 

 牛久シャトー敷地内の活用につきましては、現在の状態を維持していくことを最優先に検討

した結果、市が借り受けるという決断に至りました。 

 野外音楽堂のような舞台をという御提案でございますが、現在のところ、牛久シャトーの敷

地内に建築物を設置する想定はございませんが、敷地をつなげるという御提案につきましては、

お客様が回遊できる仕掛けをつくるなどの工夫を凝らすことや直売所など仮設で対応できるも

のを検討するなど、あらゆる手段と方策を排除せず計画してまいります。近隣公園や市役所が

近いことは本施設を活用する上で多くの可能性を秘めておりますので、積極的に相互活用を考

えてまいりたいと思います。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 柳井哲也君。 

○９番（柳井哲也君） ありがとうございます。 

 ⑦番の質問に移ります。年間５０万人以上の利用客数を達成させるためには、毎日来てくだ

さる地元のお客さん対策ばかりでなく、観光客、特にインバウンドの誘致が必須であり、観光

ルートの設定、例えば成田空港から牛久大仏、牛久シャトー、筑波研究学園都市、筑波山など

と、そういう観光ルートの設定とＰＲ活動が重要だと思います。そういう提案について、お答

えお願いします。 

○議長（石原幸雄君） 環境経済部長藤田 聡君。 

○環境経済部長（藤田 聡君） お答えいたします。 

 牛久シャトーの利用客数をふやすための第一歩は、にぎわいを取り戻すことであると考えて

おります。牛久シャトーで休憩や食事をし、その後、牛久大仏へ向かうというケースが、レス

トランや売店が営業していたときには旅行会社等の企画旅行で数多くありました。 

 新会社により営業活動が再開した後は、当然のことながら、旅行会社や近隣の文化施設、観

光施設へ営業活動を行っていくことになりますが、以前の施設運営や事業形態を見直すことは

もちろんですが、オリジナルワインを提供できる環境を整えられるように、市といたしまして

も支援してまいりたいと思います。 



 

 インバウンドの誘客につきましては、市単独では困難なことから、これまで茨城県と協力・

連携し、アジア地域を中心とした海外の旅行会社等に働きかけしてまいりましたが、今後は、

新会社を含め、積極的に宣伝及び誘致活動をしていくことが重要であると考えております。 

 御提案がありましたクラウドファンディングにつきましては、新会社が着手する特定の事業

に対して導入することは可能であると考えます。クラウドファンディングには購入型、寄附型、

金融型があり、金融型にも複数の種類がありますので、支援者に対して商品やサービスをリ

ターンする購入型など、最も適切な方法を選択することが重要になると考えます。クラウドフ

ァンディングは資金調達の手法としてメリットがある一方で、さまざまなデメリットもあるこ

とから、新会社の負担にならないよう慎重に検討してまいりたいと考えております。 

○議長（石原幸雄君） 柳井哲也君。 

○９番（柳井哲也君） クラウドファンディングも提案ありました。 

 それでは、３番目の質問に移ります。以上のようでありますけれども、牛久市民が１つにな

って牛久シャトーを核とする地域活性化計画をつくっていくには、計画実行の推進部隊、組織

をつくることから始めなければなりません。その推進部隊というのが第三セクターだと考えま

すが、このメンバーは特に外部人材の活用ということで、実行力の面で実績のある人、よそ者、

若者、そういう人がやりやすいとよく言われています。早急に立ち上げていくべきと考えます

が、この計画について、いつごろ、どんなふうに決まるのか、よろしくお願いします。 

○議長（石原幸雄君） 環境経済部長藤田 聡君。 

○環境経済部長（藤田 聡君） お答えいたします。 

 御質問がありましたとおり、牛久シャトーを核とする地域活性化は、新しく設立する会社の

業務となります。 

 国指定重要文化財を保護しつつ有効活用し、利潤を生んでいくには、先般の市議会議員全員

協議会でも御説明いたしましたとおり、民間の方が適任であると考えておりますので、牛久シ

ャトー復活を望む多くの市民の皆様の声を理解していただける人材を登用してまいりたいと考

えております。 

○議長（石原幸雄君） 柳井哲也君。 

○９番（柳井哲也君） いろいろ質問させていただきました。市民の声を聞きますと、とにか

く「にぎわいのある牛久シャトーにしていただきたい」のみでございます。本当に答弁いろい

ろとありがとうございました。大成功するよう、私たちも一生懸命応援していきたいと思って

おります。 

 次、大きく２番の質問に移ります。エスカード対策であります。 

 速やかにテナントを探し出し、にぎわいいっぱいの環境づくりを進めていると思います。４



 

階に美術館配置の構想が発表されました。極めて適切と思われますが、運営主体や規模、開設

時期など、しっかりと進めていただきたいと考えます。最も重要なのは運営主体であります。

何が何でもやってしまうという情熱のある人を見つけることだと思います。どうかよろしくお

願いします。 

 きょう、私のエスカード対策の質問は、幾つかあったのでありますが、１つにさせていただ

きました。その１つであります。 

 エスカード店舗の集客増進策として、駅前商業施設としてのエスカード牛久ビルは駅西口に

立地していますが、東口に住んでいる人も利用しやすいアクセスであればもっと利用者がふえ

るはずであります。みどり野の南一丁目は、地図では駅から本当に近いのですが、寂れている

感じがします。なぜなのか。南一丁目から駅にやって来る人は大きく右旋回しなければなりま

せんが、鉄道に面した駐車場を牛久市が取得して、直接、牛久駅舎にエスカレーターで上がっ

ていけるようにしたら、みどり野の方々は毎日エスカードを利用したくなるのではないか。そ

して、浅間神社周辺は特に区画整理などをしなくてもビルが建つようになるのではないかと考

えます。土地の買収と駅舎の増設ということで、コストはかかりますが、牛久市にとって発展

に大きく貢献すると確信いたします。これについて、お考えをお聞かせください。 

○議長（石原幸雄君） 建設部長山岡 孝君。 

○建設部長（山岡 孝君） 牛久駅東口につきましては、駅前広場の周囲に店舗や集合住宅な

どが立地しており、御質問のとおり、向かう方向によっては遠回りになる場合もあるものと思

われます。 

 議員より御提案のありました駅舎から南側へのルートについては、鉄道用地となっており、

一部は民間の駐車場として運用されておりますことから、用地の使用にも制限があること、買

収や借地には多額の費用が見込まれること、また、エスカレーターの新設に見合う効果がある

かなど、十分な検証が必要と考えます。 

 現時点におきましては、エスカード牛久ビル自体の対策も進めているところであり、今後の

検討の中で駅東口からの利用状況などを踏まえて判断してまいりたいと思います。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 柳井哲也君。 

○９番（柳井哲也君） 中長期的な計画にもし入れてもらえたらという思いで質問させていた

だきました。よろしくお願いします。 

 それでは、最後の質問。３番、牛久沼の生態系の急変について質問させていただきます。 

 牛久沼の持ち主は龍ケ崎市と河内町になっておりますが、牛久沼のほとり、沼畔、特に牛久

市側に                                    など多

くの文化人が集積しており、また、お城の跡も２カ所あるわけです。特に東林寺城のあった高



 

台より眺める沼の光景はどこから見る景色よりもすぐれたポイントです。だからこそ、牛久沼

は牛久市民の宝と言っていいと思います。 

 先ほど、名前、また言ってしまいましたけれども、削除をお願いできたらと思います。 

 その牛久沼が実は大変なのです。生態系が急変しているのであります。 

 ①の質問であります。実態調査をすべきと考えますが、現状を少々述べます。 

 まず、植物群です。１５年ぐらい前、私は牛久沼を一周する機会がありまして、船で。その

とき、古代ハスやコウホネの花がきれいに咲いていました。当時、このままいくと沼の水面は

古代ハスで覆われてしまうのではないかと本気で心配したものです。それが今はどうでしょう。

どこにも全く見当たりません。芋銭さんはヒツジグサやジュンサイ、それから、ヒシなどがあ

ったことを絵で残し教えてくれていますが、昔のものなら仕方ないとしても、つい最近まであ

ったものが全く見られなくなってしまったのです。 

 次に、動物群です。ウシガエルの鳴き声がほとんど聞かれなくなりました。コイ、フナ、ウ

ナギ、ワカサギなどの魚類もブルーギル、ブラックバスに負けてしまっているのではないでし

ょうか。タンカイやシジミもいなくなってしまったと思います。 

 水質の変化があるのかもしれません。対応策の前に、実態調査をまずやってみるべきと考え

ますが、これについてお願いします。 

○議長（石原幸雄君） 環境経済部次長梶 由紀夫君。 

○環境経済部次長（梶 由紀夫君） 御質問にありましたように、牛久沼は１０年余り前には

ハスやヨシなど植物が多く見られた沼でしたが、ここ近年、植物が減少してきており、きれい

な花を咲かせていたハスもほとんど見られなくなったと、牛久沼を有する龍ケ崎と牛久沼周辺

自治体、牛久沼漁業協同組合及び牛久沼土地改良区等の水利団体で組織する牛久沼流域水質浄

化対策協議会の研究会において報告されました。 

 報告した牛久沼漁協によれば、これらの水生植物が減少した原因として、近年急増している

外来種のミシシッピアカミミガメの食害によるものと考えられ、牛久沼の水質保全に不可欠な

植物が減少したことで、水質への影響のみならず、生態系へも多大な影響が懸念されることか

ら、同協議会では昨年度よりミシシッピアカミミガメの駆除を始めました。昨年度は、事業費

６０万円をかけまして９月から１０月中旬までに５回ほど捕獲作戦が行われ、１，８７０匹を

捕獲いたしました。この捕獲作戦は、今年度も計画されておりまして、５，０００匹を駆除す

る予定となっております。 

 同協議会では、このような有害生物の駆除以外にも水質浄化効果が期待される二枚貝類の生

息調査や、一般社団法人日本釣用品工業会と連携し、ダイバーにより牛久沼に流入する河川や

沼の底にたまったごみを除去するなど、牛久沼の環境保全に努めています。また、竜ケ崎工事



 

事務所では、牛久沼の八間堰水門に仮魚道を設置したほか、ウナギの遡上調査にも取り組んで

おりまして、県においても牛久沼の水辺環境の保全、生物多様性の維持・向上を目指し、牛久

沼水質保全計画を策定しているところです。 

 当市において実態調査をすべきという御意見ですが、御存じのとおり、牛久沼は龍ケ崎市域

であります。牛久市単独での調査につきましては、実施は困難でございますが、冒頭にもお話

ししましたとおり、牛久沼流域浄化対策協議会に設置されております研究会で要望・検討して

まいりたいと存じます。 

○議長（石原幸雄君） 柳井哲也君。 

○９番（柳井哲也君） ありがとうございます。実態をお聞きして、対応はしているんだなと

いうことがわかりました。 

 ２番目の質問に入らせていただきます。古代ハスがなぜなくなったのか。私も沼周辺の人に

聞いたところ、カメが大繁殖をしていて、その餌になっているということをお聞きしました。

時々テレビで大きな池の水を抜いて、日本古来の生態系を守っていく活動が放映されており、

あのテレビ局にお願いしたい、そういう衝動に駆られたりするんですけれども、いかんせん、

牛久沼は大き過ぎて、また、田んぼの用水として使われているので、無理かなと諦めていると

ころであります。 

 しかし、牛久市のお隣はつくば市、すなわち筑波研究学園都市があり、この研究所の知恵を

かりれば遺伝子操作という方法によって生態系を守っていくことも可能であろうと考えます。

たまたま、琵琶湖では、ブルーギルを不妊化させて根絶させるための実証実験、三重大学の研

究チームが取り組み始めたようです。生物、どんな生物であっても殺していくというのはやっ

ぱり残酷であるということで、琵琶湖のほうでは遺伝子の技術を使って３０年をかけて少しず

つ少なくなる方法をとっていきますということで、ゲノム編集技術を採用していくということ

でございます。沼の生態系と景観を守るために、つくば市の生物研究所に働きかけ、このゲノ

ム編集技術を採用してはいかがでしょうかという質問であります。 

 牛久沼は沼に隣接する６市町の首長会議が設置されて、観光資源の活用に乗り出したところ

であり、この課題について、牛久市より提案してもらえたらと考えます。市の御意見をお聞か

せください。 

○議長（石原幸雄君） 環境経済部次長梶 由紀夫君。 

○環境経済部次長（梶 由紀夫君） 牛久沼のハスがほとんど見られなくなった主原因は、近

年急増している外来種のミシシッピアカミミガメの食害ではないかと考えられておりまして、

現在、物理的な対処法で個体数の削減を目指しているところです。 

 しかしながら、ミシシッピアカミミガメの繁殖能力が高いため、駆除にはかなりの時間を要



 

することが目に見えており、効果を得ることは難しく、効果的にミシシッピアカミミガメを駆

除できる手法の確立が必要であることは認識しているところでございます。 

 柳井議員の御質問にありました琵琶湖においては、侵略的外来種のブルーギル等が大繁殖し

ており、国立研究開発法人水産研究・教育機構と三重大学では、それらを駆除する新たな手法

として、ゲノム編集技術を用いた不妊化魚（繁殖できない魚）を継続的に放流し、集団内に不

妊化する遺伝子を浸透させることによって、増殖率を低下させて根絶させる遺伝子制圧法の技

術開発研究を進めているところです。この手法は、研究段階であり実用化にはまだ時間を要す

るということですが、不妊化魚の放流は、バイオテクノロジーで加工された魚の野外放出とい

う側面を持つことから、実用化に当たっての十分な安全性の確認、生態系への影響の予測、外

来生物法やカルタヘナ法などの法的問題等の課題も指摘されています。 

 御質問の牛久沼の生態と景観を守るために、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究

機構に働きかけ、ゲノム編集技術を採用してはいかがかということにつきましては、手法確立

までに時間を要することや、さまざまな課題を解決しなければならないことからも、現時点で

は現実性が薄いと考えられます。 

 市としましても、牛久沼の景観や生態系を守る取り組みとして、ミシシッピアカミミガメに

限らず、外来種を根絶させる手法の有効性や安全性が確立された場合、牛久沼周辺首長会議で

の提言並びに牛久沼流域水質浄化対策協議会の研究会等での要望につきまして、検討をしてま

いりたいと存じます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 柳井哲也君。 

○９番（柳井哲也君） ありがとうございました。 

 個人名を出したりして訂正させていただきました。本当に申しわけありませんでした。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（石原幸雄君） 以上で９番柳井哲也君の一般質問は終了いたしました。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は１１時５分といたします。 

午前１１時００分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午前１１時０９分開議 

○議長（石原幸雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、５番山本伸子君。 

      〔５番山本伸子君登壇〕 

○５番（山本伸子君） 皆様、こんにちは。無会派の山本伸子でございます。 



 

 まずは、市長におかれましては御当選お祝い申し上げます。市議会、そして、市長がそれぞ

れに市民の負託を受けて、これからも牛久市が確かな計画と財源に裏打ちされ、暮らしやすい

まちとして持続していけるようにと、改めて気持ちを引き締め質問に臨みたいと思います。 

 今回は、市長の公約でもあるエスカード牛久の復活と再生について、その役割を担う牛久都

市開発の役割に関して伺ってまいります。しかしながら、牛久都市開発の役割はそれだけでは

なく、指定管理者としての市営駐輪場及び駐車場の運営管理、また、まちづくり法人としての

町なかのにぎわいと交流を目的とした取り組みもあり、それらも含め、順に質問してまいりま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

 まず、指定管理者としての牛久都市開発の役割について質問いたします。 

 指定管理者制度を活用するため平成２６年度に公募を行い、牛久都市開発が指定管理者にな

ったと、さきの６月議会の産業建設常任委員会でも答弁がございました。業務委託ではなく、

指定管理者とした理由、公募に当たり、何社の応募があり、牛久都市開発に決定したのでしょ

うか。そして、指定管理者制度に移行して運営を行ってきたこの５年間の成果について伺いま

す。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） お答えいたします。 

 指定管理者制度を採用した理由につきましては、民間事業者を活用することで、市の業務の

スリム化を図ると同時に、民間事業者の有する能力の活用、利用者ニーズに沿った効率的な

サービスの提供、経費節減などにより施設の利便性向上を図るなどの効果が期待されるため、

取り入れたものでございます。 

 次に、公募した際の応募団体数及び指定管理者の選定方法につきましては、応募団体数は２

団体、各団体から申請された事業計画などの提案内容を指定管理者選定委員会におきまして、

評価項目ごとに採点評価し、結果に基づき決定されたものでございます。 

 次に、指定管理者制度の移行後の成果につきましてですが、平成２７年度からの運営で、随

時の施設修繕や維持管理のほか、管理施設の照明のＬＥＤ化、上水道引き込み、駐車場管理の

ためのネットワークの構築など、施設の機能向上も図られており、年度ごとの増減はあります

が、駐車場の稼働状況といたしましても安定的な運営がされているものと考えてございます。

以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） 牛久都市開発が平成２９年度に指定管理者として監査を受けておりま

す。その報告書によりますと、業務について次のように書かれております。「牛久市駐車場及

び自転車駐車場の管理運営に係る基本協定書には、本業務の範囲外の業務として自主事業があ



 

る。それによれば、自主事業とは、施設の利用者の利便に資するという目的を達成するため、

管理業務の遂行を妨げない範囲において指定管理者の責任と費用負担により企画実施する事業

のことである」。 

 これを受けて、さきの６月議会の常任委員会において、指定管理者事業による収益は、平成

２７年度１，１６５万円、２８年度９０９万円、２９年度１，４１０万円、平成３０年度は１，

３４３万円の黒字となっている旨の答弁でした。 

 そうしますと、この収益については、監査の指摘に当たる自主事業に使われるものであるの

か。そうであれば、どのような事業を行ってきたのかを確認いたします。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 指定管理者によります駐車場の利用料は指定管理者の収入と

なり、その中で施設の管理運営が実施されております。 

 御質問の自主事業につきましては、指定管理における収入の中からその事業費に充てられる

ものであり、実績といたしまして、牛久駅周辺におけるにぎわいづくりに資するものとして、

駅東口の改修に合わせた利活用ワークショップの運営、改修後のオープニングイベントの支援、

ひたち野うしく駅自由通路において実施された期間限定の店舗開業事業への協力、また、自転

車駐車場の利活用として、未使用部分を活用し展示スペースの設置などが実施されております。

以上でございます。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） 平成２７年から始まった５年間の指定管理者の期間は、今年度末まで

となっています。来年度以降は、牛久市営駐車場及び駐輪場の運営についてはどのようにされ

るのか。また、指定管理者の場合の契約期間、５年という期間についてはどのようにお考えか

を伺います。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 来年度以降の駐車場運営についてですが、現在と同様に指定

管理者制度により管理運営をしてまいりたいと考えてございます。 

 また、指定管理期間を５年と設定した理由につきましては、当初、平成２７年度に指定管理

者制度に移行した際に検討しておりますが、短期間では事業者において設備投資や利用者への

サービスに踏み切れないおそれがあること、また、雇用という点からも人材の育成や安定的な

雇用の面で一定程度の期間が必要との判断から５年間としております。駐車場、自転車駐車場

の設置及び管理に関する条例につきましてもそのような理由から規定されているものと考えて

ございます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 



 

○５番（山本伸子君） 続きまして、まちづくり会社としての牛久都市開発の役割について質

問いたします。 

 指定管理を受ける前の平成２５年９月に、牛久都市開発は牛久市から都市再生推進法人、す

なわち、まちづくり会社としての指定を受けております。まず、市が牛久都市開発を法人に指

定した経緯、そして、その間、国や市からの補助金などを受けているのかどうか、金額などを

お示しください。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 都市再生推進法人の指定の経緯につきましては、当市も参加

しておりました国土交通省の健康・医療・福祉のまちづくり研究会において、牛久駅周辺にお

けるケーススタディが検討される中で、まちづくりの新たな形態として民間の活用、都市再生

特別措置法に基づく制度の活用などを見据え、主体的にまちづくりに対応が可能となる都市再

生推進法人の指定に至りました。 

 補助金につきましては、平成２５年度に民間まちづくり活動促進事業費として、国及び市か

ら各１，５００万円、その後、２６年度、２７年度の２カ年で市から都市再生推進法人運営活

動事業費として１，５００万円、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会から住宅ストック活

用・リフォーム推進事業費として約２，５００万円を受けております。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） まちづくり会社として指定を受けて約６年が経過したことになります。

そして、今おっしゃったような補助金も受けてどのようなまちづくり事業が行われ、それがそ

の地域に、また、市民にどのような効果をもたらしたのかの評価を伺います。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 都市再生推進法人において実施された事業につきましては、

牛久二小地区まちづくり協議会の運営、エスカードホールを利用したまちかどコンサートの実

施、既存住宅の利活用、流通促進を図るための空き地空き家の調査などを実施しております。

また、牛久駅前の拠点であるエスカード牛久ビルの対策としましても、都市再生推進法人とし

て、駅周辺の活性化を図るべく、利活用、活性化に関しての懇話会を開催し、意見の集約を図

っております。 

 効果としましては、牛久二小地区においては、地域の交流空間やバス停留場の整備などによ

り、地域の方々の憩いのスペースとして、現在も地域の活動が継続しており、利用者の皆様に

は憩いの場、交流の場として御活用いただいているものと考えてございます。 

 空き地空き家の調査において検討された対策の方向性は、現在の当市の空き家対策につなが

っており、エスカード牛久ビルに関する懇話会につきましても、これまでの検討、今後の対策



 

を進めるに当たり、有効に生かされているものと考えてございます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） 平成２９年の監査報告書には、次のような意見が出されております。 

 牛久都市開発では、指定管理者が行う自主事業とまちづくり会社が行うまちづくり事業を明

確に分離して管理していない状況である。将来的にどちらかの指定を別の団体が受ける可能性

もあり、事業の引き継ぎが行われることになった場合、このままでは事業の継承に混乱が生じ

るおそれがある。指定管理者と都市再生推進法人の双方の指定を受けているが、２つの法人格

は別々のものであり、会計だけでなく、事業の管理も別々に行われるべきであるので、所管課、

つまり、都市計画課と相談の上、適切な事業管理に努められたい。 

 この意見を受けて、どのような改善がされたのかをお伺いいたします。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） お答えいたします。 

 平成２９年の監査により受けました意見に対しては、改めて牛久都市開発株式会社と協議を

いたしまして、事業内容を確認し、監査の意見にございますとおり、それぞれの事業を明確に

して対応することといたしました。また、市としても各年度に提出される事業報告において事

業内容の確認を行っております。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） それでは、最後に、第三セクターとしての牛久都市開発と牛久市の関

連について質問してまいりますが、この４月にエスカード牛久ビルの床を牛久市が一部取得し

たことによる今後についてを、確認の意味で、まずは伺います。 

 エスカード牛久ビルの中のキーテナントであるイズミヤの所有していた地下から３階までを

２年間はイズミヤの都合により賃借し、４月に市が８，８００万円で取得しました。今までイ

ズミヤの所有床を牛久市が賃借していた場合の牛久都市開発との契約関係と、牛久市が床を取

得してからの牛久都市開発との契約関係はどのようになっているのかをお聞きいたします。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） お答えいたします。 

 現在、エスカード牛久ビルにおける、牛久市所有床部分につきましては、牛久市が、牛久都

市開発株式会社に有償にして貸し付ける賃貸借契約を結んでおります。 

 この賃貸借契約につきましては、牛久市が旧イズミヤ床を賃借していた当時から締結してい

る契約であり、賃借当時と牛久市が所有した現在とにおいて、牛久市と牛久市都市開発株式会

社に間における契約関係に変更はございません。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 



 

○５番（山本伸子君） 共益費と修繕積立金、今年度の予算にも計上されておりますが、イズ

ミヤから市が賃借していたときと牛久市が取得してからの金額の変化、また、それぞれの費用

の負担者についてお示しください。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 共益費は、共同で使用する設備や施設全体の運営、維持等を

行うために必要な費用となります。床所有者、または、床を使用し最終的に利益を受ける最終

応益者が支払うものであり、床の賃貸借時と所有している現在とで大きな変更はございません。 

 一方、修繕積立金は、床の所有者が修繕、設備の更新等のため負担するものであり、１坪当

たり月５００円の割合で拠出を行い、不足が生じる場合にあっては、所有者それぞれがその不

足分を追加で負担するものでございます。この費用につきましては、所有権を取得した本年度

より新たに負担が生ずるものでございます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） それでは、市として、地下から３階までの床を購入したことにより、

市の新たな費用負担、そして、固定資産税の減収についての金額を伺います。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 市が床を所有したことに伴いまして、新たな費用負担につき

ましては、先ほどお答えいたしました修繕積立金となります。 

 この修繕積立金の負担額につきましては、本年度は、エスカード牛久ビル内の一部エスカ

レーターの改修等、大規模な修繕が計画され追加負担を求められていることから、最終的には

９，０００万円程度の負担となる見込みでございます。 

 また、固定資産税につきましては、令和２年度の収入により減収となりますが、いまだ課税

標準額が算定されていないことから、あくまでおおよその金額となりますが、２，０００万円

程度の減収となろうかと見込んでいるところでございます。以上でございます。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） たしか、当初予算では修繕積立金は２，４００万円であったと思いま

す。今回の補正、６，８００万円余りが追加負担となり、今の御答弁では、結果として約９，

０００万円になったということでした。 

 今後、大きな改修事業などがある場合は同様な追加負担が起こるのでしょうか。また、大き

な改修という意味では、市が今所有している２階・３階のディーシングに伴い、床や天井、ト

イレなどの改修が必要になった場合の改修費、こういったものも市が負担することになるのか

をお伺いします。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 



 

○建設部次長（長谷川啓一君） お答えいたします。 

 エスカード牛久ビルは、エスカード牛久管理規約に基づきまして管理が行われているもので

あり、共有部分等における改修につきましては、その負担者及びそれぞれの負担割合が規定さ

れております。本年度のように改修費用が著しく大きくなる場合で、修繕積立金の積立額だけ

では負担額が不足する場合には、当然、追加負担が必要となる場合も起こり得るものでござい

ます。以上でございます。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） それでは、エスカード牛久ビルの管理運営を行う第三セクターとして

の役割、これに対する市の関与の考え方について伺ってまいります。 

 第三セクターは、行政を補完する組織として市民サービスの向上や地域振興を目的とし、公

共性、公益性の高い事業を行うために設けられたものであり、牛久都市開発もその目的に沿い

今まで事業を行ってきたと理解いたします。 

 ところで、第三セクターは、昨今の社会情勢の変化や市民ニーズの多様化への対応などから、

経営状態が深刻化するなど、それを取り巻く環境は厳しさを増していると言われています。総

務省からも、抜本的改革に関する指針や経営健全化に関する指針が示され、自治体にも組織体

制や運営事業を整え、経営体質を強化していくことが求められております。そこで、多くの第

三セクターを設置している自治体では、第三セクターへの関与に関する指針や関与方針などを

策定し、第三セクターに対する行政の関与のあり方の方向性を定めております。 

 しかしながら、牛久市ではそのような指針となるものは策定していないと担当課から伺いま

したので、市の第三セクターに対する関与の基本的なお考えについて伺ってまいります。 

 まず、エスカード牛久ビルを第三セクターに管理運営を行うようにした経緯について確認い

たします。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） お答えいたします。 

 第三セクターは、本来、社会的な便益が地域にもたらす事業であり、民間資本を中心とする

が、地域振興の観点から地方公共団体が資本参加する必要がある場合等に限り、活用されるも

のでございます。 

 昭和６０年当時、急速な都市化が進む本市の駅前という中心市街地を安全で快適な都市環境

にするため、町施行による市街地再開発事業を行い、その環境を継続することは牛久市にとっ

て大変に重要なことであるとの考えから、当時、第三セクター方式を採用したものであると考

えております。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 



 

○５番（山本伸子君） 次に、財政的な関与について質問いたします。 

 第三セクターは行政機能を補完する役割を果たしていると認識いたしますが、独立した経営

主体である以上、自主的、主体的に健全経営に取り組むことが原則となります。事業の公共性、

公益性を考慮しつつも、経営に関しては自助努力によって行われるべきものであると考えます

が、補助金、出資、損失補償、債務保証、貸付金についての市としての関与の考え方を伺いま

す。 

○議長（石原幸雄君） 経営企画部次長山﨑 裕君。 

○経営企画部次長兼財政課長（山﨑 裕君） 牛久市では、総務省が平成２６年８月５日に策

定した「第三セクター等の経営健全化等に関する指針」に基づき、第三セクターへの関与を行

っているところであります。 

 財政支援の考え方においては、第三セクターの経営は自助努力により行われるのが原則とし

た上で、第三セクターの経営に伴う収入を充てることが適当でない経費や第三セクターが効率

的な経営を行っても、その経営に伴う収入のみを充てることが客観的に困難な経費については、

地方公共団体が財政支援を行うこともやむを得ないとしており、財政支援の種類として、債務

保証を含む損失補償、貸付金、出資金が挙げられています。 

 損失補償につきましては、地方公共団体は適切な把握及び管理を行うとともに、計画的に削

減することが可能であるとし、債務に対しての損失補償を行うべきではないとしております。 

 貸付金のうち、長期貸付は、損失補償や短期貸付と比較すると、地方公共団体の財政的リス

クは低いと考えられるものの、一つの年度に多額の償還が見込まれる場合には、第三セクター

の経営の著しい悪化が地方公共団体の財政運営に大きな影響を及ぼすおそれがあることに留意

することが必要であるとしております。 

 出資金につきましては、第三セクターの設立に当たっての財政支援についての記述であり、

地方公共団体が出資者として負う責任はあくまでも出資の範囲内であることを、当事者間はも

とより、利害関係者に対しても明確にしておくことが重要であるとしております。 

 今後の牛久市の第三セクターに対する関与のあり方につきましても、これまでと同様、総務

省の指針と地方自治法の規定に基づき、第三セクターの健全な経営が維持されるように経営状

況等を把握し、適切な関与を行ってまいります。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） では、その中の貸付金に関して質問いたします。 

 イズミヤの所有していた地下から３階までは４月に市が取得しました。一方、イズミヤが複

数の地権者から賃借していた４階の床については、撤退したことによりイズミヤが牛久都市開

発に預託していた敷金を返済する義務が生じました。しかし、牛久都市開発はイズミヤから預



 

託された敷金を複数の地権者に預託していたため、それら地権者に預託した敷金の返還や金融

機関への融資申し入れを行いましたが、結果として、敷金の一括返還できる十分な資金が調達

できず、牛久都市開発の代表取締役である根本市長から牛久市に対して資金の借り入れの要請

があり、１５年を償還期間として４億円の貸し付けを行いました。 

 私は、今回の質問をするに当たり、４億円の貸付申請書の添付書類を情報公開請求いたしま

した。資金計画書、経営状況を説明する資料、借入金の償還計画書、担保を証明する資料です。

しかし、公開することで当該法人の権利を害するおそれがあるためとして、また、特定の個人

の権利利益を害するおそれがあるためとして、金額は全て黒塗りで、その内容は全くわからな

いものでした。 

 個人情報に係る部分について公開できない事情は少なくとも理解できますが、４億円の貸付

金が間違いなく返済されるための計画も、そして、貸し付けた先の事業計画も市民が知ること

ができないのならば、市民の税金である４億円が、間違いなく、滞りなく返済されることを市

が責任を持って認め貸し付けたと、そう理解してよろしいのでしょうか。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） お答えいたします。 

 そのとおりでございます。 

 ただし、万が一の場合に備えまして、貸し付けに当たっては、担保を課すこと、牛久都市開

発株式会社が共有者に対する債権について、しっかりと回収できる道筋を立てることを条件と

したものでございます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） 「回収できる道筋を立てる」という、８月１日の広報うしくにもこれ

と同じフレーズが載っておりました。この回収できる道筋を立てるとは、具体的にはどういう

ことなんでしょうか。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） お答えいたします。 

 共有者から牛久都市開発株式会社に対しまして滞ることなく敷金の返還がされる方法をとる

ことを条件としたものでございます。最終的には、牛久都市開発株式会社から共益者に毎月支

払われる床賃借料から一定の金額を控除する形をとってございます。以上でございます。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） 今の御答弁ですと、エスカードの４階、今複数の地権者が所有してい

るその床ですね。現在、店舗は入っていませんが、牛久都市開発はそれら地権者に賃借料を支

払い、そこから敷金分を控除しているということでしょうか。 



 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 御意見のとおりでございます。そのとおりでございます。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） じゃあ、そうしますと、賃料からの控除ということは、地権者から支

払われる敷金の返還金に牛久都市開発の資金が充てられているという理解でよろしいでしょう

か。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） お答えいたします。 

 原資という考え方であれば、そのとおりでございます。 

 そもそも、賃料につきましては、権利者が有する財産を牛久都市開発が借りておりまして、

その対価として得ているものでございます。したがって、賃貸借契約が結ばれている以上、当

然、借り手であります牛久都市開発は支払う義務が生じますので、貸している方に支払うとい

うふうなことでございます。以上でございます。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） わかりました。 

 そうなりますと、店舗が入らなければ、いつまでも牛久都市開発が地権者の敷金として資金

を支払わなければならないというようなことだと理解しましたので、一刻も早い店舗の誘致が

望まれるところです。 

 この４億円の貸付申請書の添付書類ですが、その中に今後１５カ年の事業計画と返済計画が

あります。金額の箇所は非公開となりましたので、その詳細については知るよしもありません

が、今、あいている床に店舗が入居して家賃収入が入っていることを見込んでの事業計画と返

済計画になろうかと思います。この計画は、毎年、どれほどの店舗が入ると見込んでの金額を

計上しているのか。これに関しては、牛久都市開発の経営上のことですので、執行部として御

答弁は難しいかもれませんので、計画どおりに店舗が入らない場合、貸し付けしている牛久市

としては、どう対応するのかについて質問したいと思います。 

 ８月１日の広報うしくでは、返済が滞ることなく適切に行われるよう、牛久都市開発に対し

強く指導を行うとありましたが、市として、具体的に返済に関してどのような指導を行うので

しょうか。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） お答えいたします。 

 牛久都市開発株式会社への貸し付けに当たりましては、１５カ年の事業収支計画と、それに

基づく返済計画に基づきまして、また、担保の提供と牛久都市開発株式会社の権利者に対する



 

債権をしっかり回収することを条件に貸し付けを行ったものでございます。 

 牛久都市開発株式会社に経営がこれらの計画に合っているか、債権回収がしっかり行われて

いるかといった点につきましては、今後も厳しく管理してまいりたいと考えてございます。以

上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） 万が一ということなどあってはならないのですが、担保の提供を課し

ているということ。じゃあ、この担保は４億円の貸付金に見合う担保となっているのかを確認

いたします。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） お答えいたします。 

 貸し付けに対する担保提供につきましては、当然のことですけれども、担保の対象となる資

産については不動産鑑定を実施して受けてございます。その結果、評価額は貸付額以上のもの

ということから、貸し付けを行ったものでございます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） それでは、確認事項として、イズミヤの所有していた地下から３階ま

でを４月に市が８，８００万円で売買した際の契約書に関して質問いたします。 

 去る１月３０日の全員協議会の説明では、契約の相手先であるエイチ・ツー・オーホールデ

ィングスから、イズミヤの所有する床の譲渡は牛久都市開発に預託した敷金の一括返済を前提

条件にしていて、その敷金返還の財源を市が貸し付けする旨を売買契約書に記載することを要

求していると、そういうお話でした。 

 しかしながら、資料請求をした売買契約書にはその記載はありませんでした。エイチ・

ツー・オーホールディングスの要求はどのようになったのでしょうか。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 平成３１年１月に行われた牛久市議会議員全員協議会時点に

おいては、契約相手方であるエイチ・ツー・オーアセットマネジメント様から、当時の契約書

案に、牛久都市開発が行う敷金返還に対しその財源を市が貸し付ける旨の記載の要求がされて

いたことから、それを全員協議会資料にも記載したものでございます。 

 しかし、牛久市では、牛久市がエイチ・ツー・オーアセットマネジメントから床を取得する

売買事案と牛久都市開発がエイチ・ツー・オーアセットマネジメントに対して行う敷金返還の

事案は全く別の案件であるとの姿勢を崩さない交渉を進めたことから、最終的に契約書から敷

金関連問題を関連づける文言は削除されたものでございます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 



 

○５番（山本伸子君） 続きまして、第三セクターへの市の人的関与のあり方について質問い

たします。 

 牛久都市開発に関しては、役員に、特別職も含め、市の職員が３名就任していると認識して

おりますが、役員就任について、市としてはどのような見解で人数や役職に関し関与をしてい

るのでしょうか。 

○議長（石原幸雄君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 現在、牛久都市開発株式会社の役員として、市長、副市長、総務部長

の３名が牛久都市開発株式会社の意向により役員として就任しております。これは役員として

の当該団体に期待する出資目的の実現及び健全経営の維持のため団体運営にかかわるとともに、

当該団体への情報収集により市民への説明責任を果たすことが必要と認めたことから、人的支

援を行っているところでございます。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） では、エスカード対策室について質問いたします。 

 市では、エスカード対策室を牛久都市開発内に設置して、積極的にビル内の店舗誘致の対応

に当たっていることと思います。イズミヤの床を市が取得したことで、今までの店舗誘致に関

して、エスカード対策室と牛久都市開発との連携に変化があるのか。第三セクターの主体性を

尊重しつつも、適正で対等な関係をどのように築いていくのかをお聞きいたします。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） お答えいたします。 

 中心市街地の活性化は、牛久市に限らず、全ての地方公共団体が取り組まなければならない

重要な課題の一つであり、牛久駅前のエスカード牛久ビルにおける空き床解消の取り組みは、

市の床所有のいかんにかかわらず、真剣に取り組まなければならない課題であると考えており

ます。 

 エスカード対策室は、設置後、空き床の解消に向け、牛久都市開発株式会社と連携をして取

り組んでいるものであり、それ以外の牛久都市開発株式会社の経営、運営、業務に関しては一

切の関与をしてございません。 

 したがいまして、牛久都市開発株式会社の主体性を損なわせることはなく連携・協力をして

いるものでございます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） それでは、次に、市の指導監督について質問いたします。 

 ８月１日の広報うしくのトップ２面にわたり、エスカード牛久の再生を目指すとして、イズ

ミヤが撤退してから市がその床を取得するまでの経緯が掲載されました。この中には、牛久都



 

市開発からイズミヤへの敷金返還問題について、次のように記載されております。 

 「この問題は、平成２６年５月の取締役会において、当時、牛久都市開発からイズミヤに対

する保証金の返済が同年６月に完了することを受けて、敷金についても返還に向けて方向性を

決める必要がある旨の議論があったにもかかわらず、具体的な対応を行わなかったことが必要

以上の混乱を招いた要因の一つである」。そう結論づけております。 

 概して、第三セクターは責任の所在が曖昧であると言われておりますが、経営責任の明確化

は、国の指針の中でも述べられている大切な視点です。今後、同じような状況にならないため

にも、牛久都市開発の経営責任というものについての市のお考えをお聞かせください。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 第三セクターといいましても、独立し、みずからの責任で事

業が遂行されるものであり、経営者は、経営が著しく悪化した場合等には、民事・刑事上の法

的責任追及が行われる可能性もあり得るものでございます。 

 したがって、経営者及び取締役等の役員は、目先のことだけに捕らわれることなく、中長期

的な見通しも踏まえた判断は必要不可欠であり、また、その経営状況は、逐一確認を行うとと

もに、問題が生じれば速やかな原因追求と対応策を講じることをしなければならないものと考

えてございます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） 会社のトップとなる役員は、会社における重要な事項を取締役会で決

めていきますし、さきの６月議会では、市長のほうから、透明性を図るためにも役員に市議会

からという発言もありました。 

 ところで、法令や定款にもあるかと思われますが、役員である取締役は株式会社のため忠実

にその職務を行わなければなりません。そして、この忠実義務の一つに、自己または第三者の

利益を優先させて会社の利益を犠牲にするようなことをしないということが含まれ、取締役が

会社と利益が相反する行為を制限しています。こういったことが起こらないような指導監督を

市として適切に行っているのでしょうか。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） お答えいたします。 

 利益相反行為につきましては、会社法等の法律でそれを制限しており、現在の牛久都市開発

株式会社においても、当然、法律を遵守した運営がなされなければならないと考えてございま

す。 

 また、取締役には市の職員が就任していること、さらに、本年より牛久市議会の代表といた

しまして須藤産業建設常任委員会委員長が牛久都市開発株式会社の監査に就任されていること



 

から、利益相反行為については厳しく監視できる体制は十分整っているものと認識してござい

ます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） 牛久市として、４億円を貸し付けた牛久都市開発にはこれまで以上に

積極的に関与していくのは必要なことだと考えます。国の第三セクターの経営健全化の指針に

は、経営状況の把握と評価も言われております。今後、市として牛久都市開発の経営状況を的

確に把握するためにどのような検討をしていかれるのかを伺います。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） お答えいたします。 

 経営状況の把握につきましては、牛久都市開発株式会社の決算や事業報告書を公平な視点か

ら正確な分析が必要であると考えてございます。 

 しかしながら、株式会社と自治体の会計処理につきましては大きな違いがございまして、担

当職員による分析だけでは不十分になる可能性もあると懸念するところでもございます。 

 したがいまして、専門家による分析の検討を行うとともに、必要とあらば、牛久市監査委員

さんによる出資法人監査の実施等の要求も検討してまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） 今、出資法人の監査を牛久市の監査委員にも要求していくことも検討

しているという御答弁だったんですが、それでは、監査委員会としては、要求があった場合は

どうされますか。 

○議長（石原幸雄君） 監査委員事務局長大和田伸一君。 

○監査委員事務局長（大和田伸一君） 財政援助団体等監査といたしまして実施する方向で考

えてまいりたいと思います。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。 

 先ほども最初に申し上げましたが、指定管理者、これは今募集して選考している最中かと思

うのですが、まだ牛久都市開発になるかどうかも決まっていないんですが、この１５カ年の事

業計画、黒塗りになった事業計画を見ますと、その収入の中には駐車場の収入と駐輪場の収入

も計上されております。１５年間、まだ決まってもいない計上がされているということでは、

この１５年間の事業計画の立て方にも私は甘いところがあるのではないかと思っております。

しかも、その指定管理者の収益は自主事業に使われるものであり、資金の返済金に充てられる

のは目的としても違っている。そういうところもしっかりと監査のほうを行っていただきたい

と思います。 



 

 それでは、最後に、情報公開の推進について伺います。 

 情報公開に関して、私は、平成３０年６月議会で、牛久市が２５％以上出資している４つの

法人のうち、牛久都市開発だけが情報公開をしていないことについて質問しましたところ、執

行部の答弁は次のようでした。条例によって、市が出資し、直接その設立にかかわった法人が

情報公開することの努力義務を規定しているところだが、４つの法人については、それぞれ独

立した存在として的確に対応した制度を整備し、それぞれの立場において情報公開をしていく

ものと考えているというものです。あくまでも市は、努力義務であり、牛久都市開発が主体性

を持って情報公開をしていくものであるというスタンスでした。 

 しかしながら、市が５，０００万円の出資をし、そこに今回４億円の貸し付けも行い、自治

体としてこのように公的な資金を使っている以上、議会のみならず、市民への情報公開も大切

な務めであると思わずにはいられません。透明性、公平性、公益性があることで、今回の４億

円の貸し付けに対し市民からの理解や支持も得られるのではないでしょうか。 

 市としては、貸し付けをした経緯を踏まえ、今後、市民への情報公開に向けて努力義務をど

う果たしていくのかを最後に伺います。 

○議長（石原幸雄君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） お答えいたします。 

 国が示す指針においても、「第三セクターがみずから積極的な情報公開に取り組むよう指導

することも有効である」とされていることから、牛久都市開発株式会社に対しまして、当然、

経営への影響も十分考慮した上でのことになりますけれども、その判断になろうかと思います

が、積極的な情報公開を行うよう求めてまいりたいと考えてございます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 山本伸子君。 

○５番（山本伸子君） 今議会には、牛久シャトーに関しても第三セクターでの運営が提案さ

れております。牛久市が第三セクターの運営にどのように関与していくのか、その基本的な考

え方の方向性を定めることがさらに求められましょう。第三セクターが社会や市民の変化する

ニーズに対応し、その長所を生かす取り組みができるよう、市としてのかかわりを確かなもの

にという思いで、さまざま質問してまいりました。  

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（石原幸雄君） 須藤京子君。 

○１５番（須藤京子君） ただいまの山本議員の一般質問の中で、私、エスカード牛久ビルを

管理する牛久都市開発のただいま監査委員をしておりますが、その件に関連して甚だ遺憾な部

分がございました。その点を、現段階では確認できませんので、後で申し入れを行いたいとい

うふうに思いますが、それを議運長のほうにお願いをしたいと思いますが、どういう手続をと



 

ったらいいのかということで、申しわけございませんが、ただいま発言させていただきました。 

○議長（石原幸雄君） 着座のまま暫時休憩いたします。 

午後０時０４分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後０時０４分開議 

○議長（石原幸雄君） 再開いたします。 

 以上で５番山本伸子君の一般質問は終了いたしました。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は１３時０５分といたします。 

午後０時０４分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後１時０８分開議 

○議長（石原幸雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、１５番須藤京子君。 

      〔１５番須藤京子君登壇〕 

○１５番（須藤京子君） 午後の一般質問トップバッターということで、これから一般質問を

行ってまいります。私は市民クラブの須藤京子でございます。 

 根本市長におかれましては、９月の市長選挙において見事に再選を果たされ、心よりお祝い

とお喜びを申し上げます。２期目のスタートに当たる今議会では、所信表明においてさまざま

な課題がある中での市政のかじ取りに果敢に取り組んでいく力強い決意、覚悟を伺い、立場は

違いますが、私も魅力ある牛久のまちづくりのために全力で取り組んでいきたいとの思いを新

たにいたしました。今後とも牛久市の発展のために力を尽くしていただきますよう、お願いを

申し上げます。 

 それでは、大きく２点について、一問一答方式にて一般質問を行ってまいります。 

 最初は、平成３０年度決算の総括についてであります。今議会は、決算を認定する議会でご

ざいます。決算についての慎重な審査は特別委員会に委ねることになりますが、私の一般質問

では、３０年度決算の全体的な財政状況の総括と今後の税収見通しについてを質問してまいり

ます。 

 牛久市の平成３０年度決算は、歳入においては２８３億９，０００万円で、対前年度比２．

５％の増額、支出につきましては２７４億１，０００万円で、対前年度比３．４％の増額とな

り、決算総額は歳入歳出ともに過去最高額となっております。 

 まずは、財政状況について２つの点から質問してまいります。 



 

 財政状況を分析する際には、財政収支、財政構造、将来への財政負担の３つの切り口から点

検することが一般的であると言われております。そのうち、財政収支を見るための代表的な指

標としては実質収支比率が挙げられます。実質収支比率とは、自治体の財政規模に対する収支

の割合を示すもので、収支が黒字ならば正の数、赤字ならば負の数になり、一般的にはその値

が３から５％が適正な範囲とされております。実質収支比率が３％を下回った場合、剰余金が

少なく、翌年度の財政運営において不測の事態が生じた場合に弾力的な対応ができない状況が

想定されます。一方、５％を超えるような状況は、剰余金が多額に発生したことで、収入が当

初より相当上回ったか、歳出の不用額が多額に生じた状況を示しており、年度の途中でこうし

た実態を把握していれば、補正予算を編成して、その財源を有効に活用できたにもかかわらず、

その対応が十分でなかった。つまり、適切な財政運営ではなかったということになります。 

 牛久市では、直近の５年間の数値は、平成２６年度６．２、２７年度７．５、２８年度５．

７、２９年度７．０、平成３０年度は５．２となっております。そこで、こうした数値を市と

してはどう判断しているのか。この数値は結果として得られるものであるとは考えております

が、市の認識を伺います。 

○議長（石原幸雄君） 経営企画部次長山﨑 裕君。 

○経営企画部次長兼財政課長（山﨑 裕君） お答えいたします。 

 実質収支比率は、平成２６年度以降、毎年５％から７％台で推移している中、平成３０年度

はここ５年間では最も低い５．２％となりました。 

 実質収支比率は、地方公共団体の財政運営の良否を判断する比率ですが、比率が大きい、つ

まり、黒字の額が多いからといって良好な財政運営が行えたとは断定できません。その年の歳

入はその年の市民サービスの向上に充てるのが大原則であり、多大な剰余金を生み出し、むや

みに後年度に先送りすることは厳に慎まなければならないと考えます。 

 実質収支比率は、３から５％程度が望ましいという考えもありますが、重要なことは、計画

どおりに事業が執行できたか、目的・目標を達成することができたかということにあり、効率

的に予算を執行した結果による剰余金であり、実質収支比率であると考えております。 

 事務事業の取り組みに当たりましては、今までどおり、目的・目標を明確にし、それを実現

するために何をすべきかを的確に見定め、さらなる市民サービスの向上に努めてまいります。

以上でございます。 

○議長（石原幸雄君） 須藤京子君。 

○１５番（須藤京子君） ただいま御答弁をいただいた内容は、予算管理の上では当たり前と

言えるもので、それが確認できたということは、私としても、今後、その姿勢がぶれることな

く貫かれているか、これのほうが重要なのだと思っております。 



 

 根本市政では、計画的事業執行が重視され、当初予算を重視する財政運営が図られておりま

す。しかし、一方で、だからこそ起きる弊害といいますか、予算獲得に専心する余り、過大な

事業執行を見込んだ予算計上となり、結果として多額の不用額が生じる事態や繰り越しを行わ

ざるを得ない状況を生み出していくことも考えられます。そうした事態への対応といいますか、

適切な財政運営へとつなげるための補正予算の編成など、年度途中の事業執行状況に即した財

政管理についてを再度伺います。 

○議長（石原幸雄君） 経営企画部次長山﨑 裕君。 

○経営企画部次長兼財政課長（山﨑 裕君） 議員おっしゃるとおり、当初予算におきまして

は、年間予算を組んでおります。その中で、年度前半においては、補助事業の追加採択等に伴

う事業費の増額や工事が進捗する中での工事の内容変更に伴う増額補正が多くなります。その

反面、事業先送りなどの減額補正は少なく、財源確保が困難な中で、財政調整基金を初めとす

る繰入金を充てることで増額補正における不足財源に対応している状況です。 

 それに対し、年度末には事業の執行残による減額補正が生じますが、増額補正が生じること

は少なく、充当する歳出経費が少ないため、基金への繰り戻しや積み立てを行うことにより、

翌年度以降の財源として確保しております。 

 今後の財政運営に当たりましても、過大な予算計上とならないように努めるとともに、工事

等の進捗状況や年々増加する扶助費を初めとする社会保障経費の執行状況などを的確に捉え、

効率的な財源配分に努めていく考えでございます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 須藤京子君。 

○１５番（須藤京子君） 牛久市は当初予算重視、そして、その事業の推進状況により、また、

国の補助事業の採択等により、年度途中に流動的に発生するそうした財政運営においても、適

宜補正予算の編成などを行ったりして規律ある財政運営に努めているということが確認できま

した。 

 市長選挙の際に、これは市長選挙ということですから、一般的にあおるというようなことも

ございますけれども、現根本市政における財政運営がいかにも破綻を来すかのような発言をみ

ておりましたことから、現在の牛久市の財政運営、規律がどうであるのかという確認をした次

第でございます。 

 それでは、次に、経常収支比率についての質問に移ります。 

 経常収支比率は、財政構造の弾力性を示す指標で、低ければ低いほど財政運営に弾力性があ

り、政策的に使えるお金が多くあることを示していることは御承知のとおりでございます。牛

久市の直近の経常収支比率は、３０年度９３．１、２９年度９１．８、２８年度９３．８、２

７年度９１．０、２６年度９２．４となっており、財政の硬直化が進んでいることを示してお



 

ります。しかしながら、都市機能が整備された地方都市にあっては、こうした傾向はやむを得

ない状況であるとも理解しております。とはいえ、９０％を超える経常収支比率が常態化して

いては、積極的なまちづくりが行えない状況が改善されず、まちづくりにも大きな影響を及ぼ

しかねないものでもあります。 

 そこで、経常収支比率を算出するに当たって、その構成費目、義務的経費である人件費や扶

助費、公債費、また物件費や補助費等についても３０年度はどのような変化があったのか、そ

の傾向についてどう分析しているのかを伺います。 

○議長（石原幸雄君） 経営企画部次長山﨑 裕君。 

○経営企画部次長兼財政課長（山﨑 裕君） 平成３０年度の経常収支比率は、前年度比１．

３ポイント上昇し９３．１％となり、平成１８年度以降９０％を下回ることなく高い値で推移

しております。 

 人件費、扶助費、公債費で構成される義務的経費の経常経費充当一般財源の平成３０年度決

算額は、前年度と比較し１，９９９万１，０００円増加し７５億５，９２２万８，０００円と

なっておりますが、経常収支比率は、分母となる経常経費充当一般財源の合計が増加したため、

０．１ポイント減少して５５．８％となりました。 

 内訳を見ますと、人件費は、一般職給与並びに委員等報酬の減、扶助費は、障害者介護給付

費や民間保育園運営支援が増加したものの、臨時福祉給付金が平成２９年度に制度終了したこ

とにより総額では減少しました。公債費は、平成２６年度債の元金償還開始により７，４２３

万７，０００円増加しました。 

 決算額に占める経常経費充当一般財源の割合を見ると、扶助費は、国の制度に基づく社会保

障経費が主であり、国県支出金等の財政措置があるため２９％となっており、人件費の８８％、

公債費の９９％に対し、市の単独持ち出しの割合が低くなっております。 

 公債費は、繰り上げ償還以外は経常的経費に分類され、また、充当する特定財源もないため、

特に注視すべき費目となっております。市債の発行については、より有利な資金調達方法を検

討するとともに、各年の償還ペースも含め、総合的な市債管理を行っていかねばならないと考

えます。 

 また、物件費、繰出金についても経常収支比率を押し上げる要因となっております。牛久市

は、生涯学習センター、図書館、クリーンセンターを初めとした公共施設が充実していること

により、その維持管理・運営経費が増加しており、物件費については、前年度比０．６ポイン

ト増の２１．２％、繰出金については、医療費、給付費の増加に伴う国民健康保険事業特別会

計及び介護保険事業特別会計繰出金の増により、１ポイント増の１２．２％となりました。 

 これからの地方創生、地域の活性化など希望の持てるまちづくりを進めていくためには、こ



 

れまで以上に、出産、子育て支援施策を初め、将来の人口維持につながる政策的な取り組みを

拡大させていく一方で、事務事業の効率化に積極的に取り組み、あわせて歳入の根幹である市

税の確保にも努め、経常収支比率の増加による財政の硬直化に歯どめをかけなければならない

と考えております。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 須藤京子君。 

○１５番（須藤京子君） ただいま御答弁にもありましたとおり、経常経費については、それ

ぞれの費目で増加傾向にあり、特に物件費のように類似団体内平均値と比しても高い値を示す

ものもあります。今後、エスカード牛久ビルや牛久シャトーの利活用を図るための経費や公共

交通網の整備に関する経費など経常経費を押し上げるであろう経費も見込まれることから、不

必要な支出を抑制し、コストパフォーマンスを高めていただく必要があると考えます。今後も、

経常経費全体の圧縮に努めていただきたいということをお願い申し上げます。 

 それでは、次に、歳入歳出に関し、２点、質問いたします。 

 ３０年度の歳入は、前年度比で２．５％、およそ７億円の増となりましたが、その要因をお

示しください。また、収支については実質収支はプラスでしたが、単年度収支、実質単年度収

支はマイナスとなっております。その原因についてもお示しください。 

 財政的に言えば、単年度収支については実質収支がプラスであれば問題はないと考えますが、

今後の景気後退で悪化が懸念される日本経済や人口減少時代に突入しますます厳しい財政状況

が予想されるだけに、単年度での収支も念頭に置く必要があると考えることから伺うものであ

ります。 

○議長（石原幸雄君） 経営企画部次長山﨑 裕君。 

○経営企画部次長兼財政課長（山﨑 裕君） 平成３０年度は、まちの魅力を高めるとともに

内外に子育てのまちをアピールし、定住人口、特に若者や現役世代を呼び込む施策として、ひ

たち野うしく中学校、幼稚園、武道場の大型投資事業を本格的にスタートしました。その財源

として国県補助金のほか、未利用地を売却し、計画的に積み立てた財政調整基金を３億６８５

万４，０００円繰り入れたほか、牛久都市開発株式会社に対する貸付金の財源として、土地開

発基金の現金分４億円を一般会計に繰り入れました。 

 その結果、平成３０年度の繰入金は１１億７，９５８万５，０００円となり、前年度から大

幅増の１０億４，５２７万１，０００円となり、過去最高額となった歳入決算額を押し上げる

最大の要因となりました。 

 次に、平成３０年度単年度収支は、前年度と比較し、実質収支が２億６，６７５万１，００

０円の減額となりました。減少の理由は、歳出では、予算の計画的な執行により不用額が５，

３８３万６，０００円減少し、歳入では、平成２９年度決算では予算額を超過した決算額とな



 

った譲与税等が平成３０年度決算では予算額に近い決算額となったことが要因として考えられ

ます。 

 また、実質単年度収支については、平成２９年度は基金取り崩しがなかったものが、さきに

述べたとおり、大型投資事業の財源として５億８，１８１万４，０００円を取り崩したために

赤字要因となったものです。 

 いずれにせよ、当初予算編成時に年間予算編成を行い、計画どおりに事務事業を執行し、目

的を達成することが重要と考えております。今後も予算を適正に執行し、健全財政に努めてま

いります。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 須藤京子君。 

○１５番（須藤京子君） ただいま御答弁いただきまして、歳入増の要因としては、若者世代

を呼び込む施策など積極的なまちづくりの観点から取り組んだ施策の充実策、その結果として

財源確保、基金からの繰り入れなどが大きく大幅増となったということが御説明いただきまし

たが、ということは、３０年度は一時的な要素が高いということなのでしょうか。 

 先ほども申しましたが、今後の景気の動向、人口減少時代、高齢化の進展、こうしたことで

日本経済の悪化が懸念されております。また、台風１５号により深刻な被害に見舞われた千葉

県の市町村を例に挙げるまでもなく、もはや、大規模災害への備えやまちの衰退につながりか

ねないまちづくりなど重要課題への支出、そうした新たな時代に起こる新たな財政需要にどう

対応していくかということは喫緊の課題であるとも思っています。こうした不測の事態への財

源の確保等、牛久市としては耐えうるだけの財政的な体力を持ち得ているのか、この点、再度

確認いたします。 

○議長（石原幸雄君） 答弁を求めます。経営企画部次長山﨑 裕君。 

○経営企画部次長兼財政課長（山﨑 裕君） 先ほど答弁しましたとおり、基金繰入金が大幅

に増加した要因は、大型投資事業に対する財源、牛久都市開発株式会社に対する貸付金の財源

が大部分を占めており、一時的な要素が高いものと考えております。 

 次に、不測の事態への対応ですが、まず、財政調整基金の確保が挙げられます。災害復旧経

費の財源、災害により生じた減収の補塡、景気、経済の不況による大幅な税収減による財源不

足の補塡などのためにこの財政調整基金を確保しておく必要があります。 

 また、中期的な視野に立った財源の確保としましては、公共施設の長寿命化事業に充てるた

めの各施設整備基金などの特定目的基金が挙げられます。牛久市では、財政調整基金、減債基

金、特定目的基金の合計残高が平成２４年度に大きく減少した後、平成２８年度からは増加に

転じ、確実に増加を続けております。 

 今後も効率的な財政運営を行い、計画的な基金への積み立てを実施し、将来に向けた、また、



 

不測の事態にも対応できるような財源確保に努めてまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 須藤京子君。 

○１５番（須藤京子君） 次に、投資的経費の状況、国庫補助金の動向についてでございます。 

 性質別経費における投資的経費は、３１億３１８万７，０００円で、前年比マイナス１２．

８％となっております。これは牛久市の単独事業である普通建設事業費が支出されたものの、

２９年度、国の補正予算絡みの建設事業等が終了したことに伴いマイナスになったとのことで

すが、その内容、国庫補助金の最近の動向について伺います。 

○議長（石原幸雄君） 経営企画部次長山﨑 裕君。 

○経営企画部次長兼財政課長（山﨑 裕君） 投資的経費の補助と単独の内訳は、補助事業が

１５億８，４８３万４，０００円、前年度比４億９，０６６万４，０００円の減、単独事業は

１５億１，８３５万３，０００円、前年度比３，６５５万６，０００円の減となりました。補

助と単独の割合は、平成２９年度の６対４に対し、平成３０年度は５対５となり、補助事業の

割合が減少しました。 

 単独事業が、ひたち野リフレ空調改修工事や牛久運動公園武道場建設事業など、前年度並み

の決算額となったものの、補助事業は、平成２９年度の国の補正予算の対応の牛久南中学校校

舎大規模改修工事、牛久第一中学校体育館改築工事の終了、清掃工場の延命化の事業費の減少

に伴い減額となりました。 

 また、投資的経費に充当した国庫補助金は、前年度比２億５，０００万円減少し６億５，３

６８万６，０００円となり、減少した分、一般財源が増加したという状況になっております。

これは平成２９年度は国の補正予算により教育施設の工事を前倒しで実施しましたが、平成３

０年度は牛久運動公園駐車場整備等にとどまったためであります。 

 昨今、市町村からの補助金要望が増加し、国からの配分額が減少する中、補助金が頭打ちと

なることが多々見受けられます。今後とも、社会、経済情勢、国の動向を注視し、財政的に有

利となる国の補正予算等にすばやく対応できるよう計画的な事業の執行と財政運営を行ってま

いります。以上でございます。 

○議長（石原幸雄君） 須藤京子君。 

○１５番（須藤京子君） 御答弁の中でも国庫補助金の獲得が今後もますます厳しい状態で続

いていくというようなことでございました。しかしながら、単独での事業執行は、牛久市にと

っても財政負担が大きいと考えられます。経常収支比率の改善も難しい現状においては、引き

続き国の動向を注視し、いち早く国の政策に合致するよう、事業推進のための準備を進める体

制づくりをお願いしたいと思います。 

 しかしながら、一方で、国の補助を見込んでの事業も、あくまで市民生活に必要な事業の推



 

進であって、後年、維持管理に多額のコストが必要な事業などは慎重に考え実施に当たってい

くべきとも考えております。財政運営の点からだけでなく、慎重な市政執行が求められている

と考えますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、次に、今後の税収見通しについて、特に消費税率引き上げが地方財政にどのよう

な影響を与えるのか、次年度以降の予算の動向について質問いたします。 

 ８月３０日付で総務省は「令和２年度地方財政の課題」といたしまして、通常収支分として、

１、人づくり革命、地方創生の推進等の重要課題への対応。２、地方の一般財源総額の確保と

地方財政の健全化等。３、スマート自治体等の推進と財政マネジメントの強化。また、東日本

大震災分についての見解を示しておられます。 

 近年、地方自治体では、子育て支援の充実や保育人材の確保、高齢化が進行する中での医

療・介護などの社会保障への対応、公共交通網の整備など、果たす役割が拡大する中で、大規

模災害を想定した防災・減災対策の実施、人口減少への対策など、新たな政策課題に直面して

おります。こうした新たなニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供を実施していくには、

これらに対応し得る地方財政の確立に努めていかなければなりません。 

 市としても、３０年度決算の特徴の中で随所に今後の財政運営についての見解が述べられて

おりますが、新たな財源の確保策に取り組むほか、中長期的な視点から財政の財務分析に重点

を置き、国の地方財政計画の動向等も注視し、健全な財政運営を図っていかなければならない

と考えております。 

 そこで、今後の牛久市の財政運営の観点から、税収見通しについてを伺いたいところではご

ざいますが、決算時ということでございますので、今回はポイントを絞って、１０月から税率

が引き上げられた消費税について、今後の税収拡大にどうつながっていくと予想されているの

か。また、地方交付税の今後の動向についてどう予測されているのかを伺います。 

○議長（石原幸雄君） 経営企画部次長山﨑 裕君。 

○経営企画部次長兼財政課長（山﨑 裕君） 本年１０月から、消費税及び地方消費税を合わ

せた税率が８％から１０％へ引き上げられ、うち、地方消費税は１．７％から２．２％の０．

５％増加となりました。 

 しかしながら、事業所等が増税分の消費税及び地方消費税を収入し、それぞれの事業所等の

申告対象期間のおおむね２カ月以内で申告・納税し、国から県に収入され、最終消費地に帰属

させるための精算を経て市町村に交付されるまでには、おおむね半年程度のタイムラグがある

ため、今年度予算の消費税交付金予算１４億４，０３４万６，０００円につきましては、増税

による影響はほぼないと考えております。 

 また、令和２年度においては、地方消費税の増税分について、ほぼ満額の交付金額となると



 

見込んでおります。 

 地方消費税交付金を増額と見込む一方で、普通交付税につきましては、地方消費税交付金が

基準財政収入額に算入されており、平成２５年度までの従来分である税率５％分は７５％、増

税分は１００％算入されていることから、今回の増税分についても同様に１００％算入される

見込みです。 

 ただし、国の普通交付税の財源である消費税総額も増税の影響で増額となり、国の令和２年

度地方交付税概算要求時点の出口ベースでの地方交付税総額は４．０％となっており、結果的

には普通交付税も増額となると見込んでおります。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 須藤京子君。 

○１５番（須藤京子君） 今回の私のこの件に関する質問というのは、甚だ財政でも答弁する

というのが難しい部分であったかと思いまして、その点は、ちょっと申しわけないなというふ

うに思っております。 

 いずれにいたしましても、今後ますます自治体間競争といいますか、どの自治体でも人口増

を図っていかなければ、日本全体の中での人口減少、それがどう自治体で影響あるのかという

ことはどの自治体でも大きな課題ということで、魅力あるまちづくりがその自治体間競争に勝

ち抜く一つの大きな発信であるというふうに理解しております。今後とも、その均衡ある財政

とともに、税収増につながるような施策、これは市長にも陣頭指揮をとっていただいて人口増

につながる施策を打っていただいて、魅力ある牛久、住んでよかったと言えるまち、これは市

長もおっしゃっておられることですので、そうしたまちづくりへつなげていっていただきたい

というふうにお願いを申し上げます。 

 それでは、次に、２番目の牛久型公共交通網の整備について質問してまいりたいと思います。

この質問に関しましては、今議会の一般質問において同僚議員も質問され、また、私も本年３

月議会で質問しているところではございますが、根本市長が公約の一つに挙げられ、大きく動

き出しそうな時期だけに、改めて取り上げさせていただきました。 

 根本市長が掲げられた公約では、高齢で車の免許がなくても安心なまちにということで、公

共交通機関の広域化を図るとともに、公共交通機関の利用困難地域にタクシー等を活用したデ

マンド交通の導入を図り、移動手段の多様性化を進めるというものでありました。そこで、今

回の私の質問では、デマンド交通の導入を念頭に置きつつ、牛久市の公共交通網全体の状況を

踏まえた上で、どの部分を整備していくことが牛久市にとって最善なのかを見きわめ、持続可

能な制度としていくのかという視点で質問していきたいと思います。 

 それでは、まず、かっぱ号の現状について伺います。かっぱ号の運行につきましては、運行

以来さまざまな観点から検討が加えられ、ルート変更など利便性向上に向けた取り組みがなさ



 

れてきたところではございますが、利用者数の現状及びその推移、また、課題となる点はどこ

にあるのか伺います。 

○議長（石原幸雄君） 経営企画部長吉田将巳君。 

○経営企画部長（吉田将巳君） 平成３０年度の牛久市コミュニティバスかっぱ号の利用者数

は２９万８，０００人で、前年度比１万３１２人の増加となっております。 

 運賃収入は約２，６５２万円で、前年度比約２３２万円の増加となりました。 

 ルート別に見ますと、運動公園ルートの利用者数が８万３，０４２人で、全ルートで一番多

くなっており、前年度と比べて４，０２２人増加しています。運動公園ルートにおきましては、

ひたち野うしく地区内でおりる利用者が多いことから、同地区を訪れたいニーズが高まってい

ることが考えられます。この傾向は、令和元年度に入りましても続いており、かっぱ号のニー

ズは依然として高い状況であると捉えております。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 須藤京子君。 

○１５番（須藤京子君） かっぱ号へのニーズ、高まっているということでございました。ひ

たち野うしく地区内でのニーズも高まっているというようなことを伺っておりますけれども、

これはかっぱ号の問題として捉えていくと認識されているものなのか、それとも、それ以外の

方法も手法の中に入れて検討している、今後、検討すべきというふうに考えているのか。その

点、どのように捉えているのかを伺います。 

○議長（石原幸雄君） 経営企画部長吉田将巳君。 

○経営企画部長（吉田将巳君） ひたち野うしく地区へのかっぱ号の拡充につきましては、平

成２８年６月に策定いたしました牛久市地域公共交通網形成計画にございますように、かっぱ

号を配置する、運行するエリアでございますけれども、これは市街化区域及び郊外団地とし、

１ヘクタール当たりの人口が３０人を超える地域をバス成立エリアとして定めておるところで

ございます。この考え方に基づき、ひたち野うしく地区のかっぱ号の導入を検討しておるとこ

ろでございます。 

 路線等の検討に当たりましては、現在、本年８月に実施しました公共交通アンケート、こち

らの結果を集計中でございますので、この結果も参考にしていきたいと考えております。 

 導入時期につきましては、同計画の目標年次としましては令和２年度までにというふうにご

ざいますけれども、現在、牛久シャトーやエスカード対策などの喫緊の課題というものが発生

していることから、優先順位等に関しては慎重に検討し調整を図っていきたいというふうに考

えております。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 須藤京子君。 

○１５番（須藤京子君） ひたち野うしく地区内、かっぱ号での運行、そうしたニーズに対応



 

して具体的な考えをお示しをいただきました。私も冒頭で申し上げましたように、デマンド交

通の、私もずっと前から訴えておりますけれども、地域、それからまた、それぞれの事情にあ

って何で対応していくのか、公共交通へのニーズをどのように解決していくのかは、必ずしも

デマンド型だけではないというふうに認識しておりますが、このひたち野うしく地区内では、

かっぱ号での対応、それが具体化しつつあるということで了解しました。 

 ただ、導入の時期というのは、なかなか難しい。これは大きな牛久市政の中で、めり張りの

きいた予算、何を優先すべきかという中で考えていくべきと私も理解いたしました。 

 それでは、次に、自家用有償旅客運送の現状についての質問でございます。 

 自家用有償旅客運送には、福祉有償運送と公共交通空白有償運送があり、牛久市には、平成

１９年から社協やＮＰＯ法人が福祉有償運送に取り組み、２３年からＮＰＯ法人が公共交通空

白地有償運送に取り組んでおります。また、最近では地区社協の住民の支え合い活動の一つと

して同様の取り組みも進められております。ただ、この地区社協の取り組みというのは、こう

した旅客運送、そういうものに組み込まれるものではないということは理解しております。 

 牛久市では、こうした住民の支え合い活動として公共交通を補完する自家用有償旅客運送が

定着しております。しかし、一方で、この制度では対象とならない市民の方も多く、また、ド

ライバーの確保が難しいなど、多くの課題が指摘されているところでもあります。現在の自家

用有償旅客運送の現状について伺います。 

○議長（石原幸雄君） 経営企画部長吉田将巳君。 

○経営企画部長（吉田将巳君） 自家用有償旅客運送とは、道路運送法に定められている旅客

運送で、牛久市では、議員御指摘のように、公共交通空白地の指定を受けた小坂団地を除く奥

野地区の住民を移送するためにＮＰＯ法人サンライズが国土交通省に登録して実施しておりま

す公共交通空白地有償運送とＮＰＯなどが国土交通省に登録して実施している福祉有償運送と

がございます。 

 また、道路運送法による許可または登録を要しない移送手段として、二小学区地区社協や岡

田小学校区地区社協でボランティアにより行われているのが、ボランティア移送サービスでご

ざいます。こちらにつきましては、許可または登録を要しない移送とするために利用者からは

ガソリン代等しか徴収できない、運転手の報酬はなしなどの条件がつけられております。 

 これらの自家用有償旅客運送においては、平成３１年３月議会で須藤議員の御質問にもお答

えしたとおり、利用者数は増加傾向、運転ボランティアにつきましては、不足傾向にございま

す。 

 本年４月に東京都豊島区で８７歳男性の運転する乗用車が母子２人を死亡させた交通事故な

どにより、高齢者の運転免許返納に注目が集まっているのは御承知のことと思います。牛久市



 

におきましても、高齢者運転免許自主返納の申請件数は、平成３０年度が１７８件であったも

のが、令和元年度は４月から８月までで１２６件となっており、免許返納は昨年度を上回る

ペースであります。今後、さらなる高齢化により、現在の需要過多・供給不足の状況は一層進

むものと考えられます。 

 移送サービスをボランティアに頼っている現状の改善に市が積極的にかかわってほしいとい

う声が高まっていることは、市としましても理解をしているところでございます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 須藤京子君。 

○１５番（須藤京子君） 私は、自家用有償旅客運送について、そのうちの福祉有償運送です

けれども、平成１５年、市議会議員として当選させていただいて以来、この点についてはずっ

と訴え続けているものでございました。そして、今の答弁の中でも、移送サービスの抱える課

題等をきちんと認識され、そして、牛久市にその改善策が求められていると、それにかかわっ

てほしいという声が高まっているということは理解されているというような御答弁、最後にい

ただきました。実は、こんな簡単なことなんですけれども、なかなかこうした認識をこうした

場でお示しいただくことは、残念ながら今までなかったように私は思っております。 

 牛久市がこうした認識があるからこそ、公共交通網をどうやって構築していくのかというと

きに、ボランティアやそうした市民の善意だけではない市としての姿勢がきちんと必要なのだ

という、一つ大きく前進させるきっかけになるという言葉が実はこの言葉の中に私は潜んでい

ると。こういうことをずっと訴えてきたかいがあったなというような御答弁で、ほかのお聞き

になっている議員の中には、「何だ、そんなこと」ということかもしれないんですが、関係し

てきた人間の一人としては、こうした現状を市としてはどう改善していかなければいけないか

ら、その改善策として次につなげるのだというところの第一歩であったというふうに捉えまし

た。 

 それでは、それを踏まえまして、最後の質問といたしまして、デマンド型交通の導入に向け

ての質問に移ってまいりたいと思います。 

 根本市長の所信表明の中では、全ての高齢者を対象とした外出支援のための新たな取り組み

としてデマンド型公共交通手段の導入準備を進めておりますとの現状が報告されました。 

 そこで、導入準備はどこまで進められているのか、具体的にどう検討されているのか、内容

をまず伺います。 

○議長（石原幸雄君） 経営企画部長吉田将巳君。 

○経営企画部長（吉田将巳君） デマンド型交通の検討に当たりましては、平成３１年３月定

例会で須藤議員の御質問にお答えしたとおり、市の行う輸送サービスの主要なものの一つで、

早期の導入が望まれているものであると考えております。 



 

 導入に際しましては、平成２５年３月、国土交通省中部運輸局作成の「デマンド型交通の手

引き」において、デマンド型交通の運行に向けた検討項目として、「自治体と交通事業者が相

互の信頼関係を構築する中で、地域の実態を踏まえ、検討段階から交通事業者を参画させると

ともに、交通事業者の育成を視野に入れた契約方式を選定すること」とあり、既存の交通事業

者の活用に十分配慮する必要がございます。 

 このため、現在は、市としましては、市内タクシー事業者と事業モデルの構築について話し

合いを始めているところでございます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 須藤京子君。 

○１５番（須藤京子君） ただいまの御答弁では、デマンド型公共交通としてタクシー事業者

との話し合いということが進められているというようなことでございました。これから協議を

重ね、事業モデルの構築が進められていくものと理解をいたしました。 

 ３月議会での私の一般質問で申し上げましたけれども、茨城県内では、既に半数近い自治体

がデマンドタクシーを導入しております。しかしながら、最近になって、デマンド交通の運行

から撤退した自治体も出てきたというふうにも聞き及んでおります。また、特定の利用者によ

る過度の利用、財政負担の拡大などの問題、こうしたことも顕在化してきたようでもあります。

幸い、先進事例も多くあることから、牛久市にとってはどういう形がよいのを比較研究するこ

とは可能だと思います。 

 そこで、今後、事業モデルの構築に向けては、どのようなことを検討していくのか。その今

後の方向性を伺います。 

○議長（石原幸雄君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 現在、市内の移送サービスに関しては、地域間格差が存在していると

考えております。 

 一方で、牛久市は、鉄道や路線バス、タクシーなどの民間事業者の輸送サービス、市の行う

コミュニティバスかっぱ号、ＮＰＯやボランティアの協力による自家用有償旅客運送やボラン

ティア移送サービスなどのさまざまな移送サービスがございます。平成２８年６月に策定いた

しました牛久市地域公共交通網形成計画にあります地域の実情に応じた持続可能な公共交通の

確保のため、これらの地域の資源を有効に活用することが重要であり、有効活用は財政的な側

面ばかりではなく、地域資源の強化にもつながるものでございます。 

 このためにも、デマンド型の移送サービスの導入に当たっては、既存の交通手段の担い手と

の役割分担に十分配慮して進めてまいります。先ほど述べました市内タクシー事業者との話し

合いにおいても、この役割分担に配慮して行います。 

 既存の交通手段の担い手と協力し合う形のデマンド型移送サービスとなるような事業モデル



 

を構築し、スピード感を持って導入を進めてまいります。 

○議長（石原幸雄君） 須藤京子君。 

○１５番（須藤京子君） 私の公共交通網の整備の中で、タイトルにも牛久型ということをう

たってございます。これは先ほども申し上げましたように、牛久の中には、市長も地域資源と

いう形で、そうした市民の方々のさまざまな取り組みを評価していただいた。私はこうしたこ

とが、ほかの自治体ではそれぞれそうした事情が違いますから、割合、比較的デマンド型タク

シーの導入がスムーズにいったところもあろうかと思います。ですが、牛久市の場合は、既存

にそうした市民の支え合いによるドア・ツー・ドアのこうした移送サービスが出てきたことか

ら、ある意味、タクシーに頼らなくてもできることがあったというふうにも理解しております。 

 ですが、そうした方々が今、どういう状況に置かれているのか、その課題を牛久市としても

認識し、その支え合いの支え手の側にある課題解決のためには、いよいよ牛久市もデマンド型

タクシー導入を図っていかなければならない。その決断のときが来たのだというふうに私も認

識し、そして、その思いは、根本市長が公約に掲げられたことで大きく前進しそうだなという

ことで、これには本当に大きく期待するものでございます。 

 しかしながら、一方で、やみくもに早期実現を目指して、中途半端な仕組みのまま、デマン

ド型タクシーを導入するのだという号令のもとに、やみくもに見切り発車してはいけないとい

うふうにも考えております。先ほども申し上げましたが、デマンド交通事業から撤退した自治

体が出てきたということでも、その原因は何だったのかをきちんと調査し、そして、それが牛

久の制度設計にどういうふうに生かしていったらよいのか、そういうことも検証しながら進め

るべきではないかなというふうに思うことから、こういうことを申し上げるわけで、進めてい

ただきたい、そういう思いと同時に、これが持続可能な市民の皆様に定着していけるような形

を一方でとらなければいけない。その点を、そしてまた、先ほど市長もおっしゃっておられま

したけれども、既存の交通事業者、この方々の現在の経営的な基盤、そうしたものも踏まえて、

牛久市独自の制度設計に生かしていく、これが必要だろうというふうに思います。 

 そこには、市民の方々の理解も丁寧に示していく、お願いをしていくということが望ましい

というふうに思っております。そうした意味では、この制度設計に当たっては、多くの、県内

でも半数の自治体が実施していくことから、市民の方への丁寧な説明等についても多くの参考

となる事例ということがあろうかと思います。 

 そういうことで、慎重にするとはいえ、市長公約に掲げられたということで大きく前進する

ことは間違いないということで、市民の方々も大きくその点については安心していることだろ

うというふうに私も思っております。 

 こうした公共交通網の整備だけではなく、牛久シャトー、そして、エスカード牛久の問題、



 

根本市政２期目は、１期目でまいた種を結実させるときでもあり、また、懸案の事項に対して

も、復活、そして、新たな挑戦ということで取り組んでいかれるということでございますので、

その市政運営に大きく期待を寄せ、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。 

○議長（石原幸雄君） 以上で１５番須藤京子君の一般質問は終了いたしました。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は１４時１５分といたします。 

午後２時０８分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後２時１８分開議 

○議長（石原幸雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、１４番杉森弘之君。 

      〔１４番杉森弘之君登壇〕 

○１４番（杉森弘之君） 改めまして、こんにちは。市民クラブの杉森弘之です。 

 質問に先立ちまして、根本市長がさきの市長選で２期目の当選を果たされたことに対し、心

からお祝いを申し上げるものであります。同時に２つの復活と８つの挑戦とを柱とする公約実

現のために御活躍されることを強く期待いたします。 

 私の質問は３つであります。一問一答で質問いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 第１の質問は、非正規雇用職員、会計年度任用職員の処遇改善に向けてであります。 

 非正規雇用職員の処遇改善について、私は既に１３回ほど取り上げています。官製ワーキン

グプアと言われる状況を一刻も早く改善したいと願っているからであります。いよいよ来年２

０２０年４月１日から、ほとんどの非正規雇用職員が対象となる会計年度任用職員制度が始ま

ります。今定例会では、そのための条例案も提出されています。一般職非常勤職員、臨時職員

など非正規雇用職員からは、雇用は保障されるのか、賃金は少しでも上がるのか、責任だけ押

しつけられるのではないかなど、不安の声が寄せられています。 

 来年４月スタートを控え、募集をかけなければならない時期かとも思いますが、現在の任用

根拠別職員構成と会計年度任用職員として想定している職員の構成を質問いたします。 

○議長（石原幸雄君） 総務部長植田 裕君。 

○総務部長（植田 裕君） お答えします。 

 非常勤職員等の職員数につきましては、審議会の委員等を除いた特別職非常勤職員は、各年

４月１日現在で比較しまして、昨年１８８名、３１％、本年１７０名、２７．２％で１８名の

減、同様の比較で一般職非常勤職員数が昨年４１３名、６８．０％、本年４１０名、６５．



 

５％で３名の減、臨時職員数は昨年６名、１．０％、本年４６名、７．３％で４０名の増とな

っております。 

 増減の主なものとしましては、特別職非常勤職員では放課後児童支援員が１２名の減、臨時

職員では選挙事務職員が３９名の増となっております。 

 会計年度任用職員制度へ移行した後は、会計年度任用職員、特別職非常勤職員、臨時職員の

３つの区分になりますが、特別職非常勤職員から会計年度任用職員や委託などへの移行が予定

されていることから、特別職非常勤職員が減となることが見込まれ、臨時職員の任用につきま

しては、「常時勤務を要する職に欠員が生じた場合」に該当することが新たに任用の要件とし

て加わったため、現段階では任用を見込んではおりません。 

 また、会計年度任用職員等の公募人数につきましては、現段階では見込める状況に至ってお

りません。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 次に、雇用の安定について伺います。 

 総務省自治行政局公務員部が昨年１０月に出した「会計年度任用職員制度の導入等に向けた

事務処理マニュアル」（第２版）は、Ｑ＆Ａの問い１－７で、財政上の制約を理由として合理

的な理由なく短い勤務時間を設定することは改正法の趣旨に沿わないものであるとしています。

とりわけ、牛久市においては、今年３月定例会での答弁のとおり、非正規雇用職員の大多数が

常勤職員とほとんど同様の時間を働き、常勤職員と同様に一定の責任ある職務を担当しており、

他方で常勤職員３５５名のうち、今後５年間で７９名も退職するという実情であります。むし

ろ、職務に精通し経験豊富な非正規雇用職員をフルタイムに、あるいは常勤職員にすることを

もっと積極的に推し進めるべきと考えます。 

 週に５日間、１日に常勤職員と１５分と変わらないフルタイムとも言うべき非常勤職員の労

働時間はどうなるのか。会計年度契約、つまり、１年契約と雇用保障の関係は、そして、再度

任用の場合の賃金など諸条件の継続性、５年継続の場合の常勤化を含む対応について、どのよ

うに考えているのか質問します。 

○議長（石原幸雄君） 総務部長植田 裕君。 

○総務部長（植田 裕君） お答えします。 

 今回の法改正は、会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律等の整備を図るとともに、

特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への

必要な移行を図るためのものであり、従来、制度が不明確であったり、市町村によって任用・

勤務条件に関する取り扱いがさまざまであったものを統一することにより、今後の制度的な基

盤を構築するものであります。 



 

 牛久市の会計年度任用職員制度につきましては、大きく分けて、勤務時間が常勤職員と同一

であるフルタイムと、１日の勤務時間が７時間３０分以内、かつ、１週間当たりの勤務時間が

３７時間３０分以内のパートタイムの２つに分類しております。 

 募集につきましては公募により行い、任期については一会計年度内を最大としております。

しかし、従来と同様、現在任用されている常勤職員の職と同一の職務内容の職が翌年度も設置

される場合には、同一の者が平等の取り扱いの原則や成績主義のもと客観的な能力の実証を経

まして再度任用されることも可能としております。また、再度の任用につきましては、回数の

みを理由とした制限を設ける予定はございません。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 今のお話の中で、再度確認の意味でお聞きしますが、そうしますと、

再任の回数制限はないと理解してよろしいのかどうか。そして、もう一つ、公募によらない再

度の任用というものはどのように考えているのか。あるとすれば、それは連続何回まで行おう

としているのか。そのことについて質問いたします。 

○議長（石原幸雄君） 総務部長植田 裕君。 

○総務部長（植田 裕君） 再度の御質問にお答えします。 

 公募によらず勤務実績に基づく再度の任用の回数につきましては、先ほど申し上げましたと

おり、平等の取り扱いの原則、成績主義を踏まえまして、現段階では、国と同様の原則２回を

考えております。以上です。（「最初の質問は」の声あり） 

○議長（石原幸雄君） 答弁漏れです。総務部長植田 裕君。 

○総務部長（植田 裕君） 申しわけありません。 

 再任用の回数制限については、設定する考えはありません。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 次に、賃金の改善について伺います。 

 マニュアルの問い１３－４では、常勤職員の制度との権衡、つまり、バランスを考慮するこ

とが適当であると述べています。しかし、反対に、現在の月給額が下がるのではないかという

心配があります。初任給はどうなるのか。そして、現在は毎年５，０００円の昇給があります

が、昇格・昇給はどうなるのか。毎月加算される諸手当、例えば扶養手当、地域手当、住居手

当、通勤手当、資格手当、役職手当など、また、期末手当、退職金はどうなるのかなどについ

て、どのように考えているのか質問いたします。 

○議長（石原幸雄君） 総務部長植田 裕君。 

○総務部長（植田 裕君） 会計年度任用職員に支給できる給与等につきましては、フルタイ

ムの職員には、給料のほか、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務



 

手当、夜間勤務手当、期末手当、退職手当が支給対象となっております。パートタイムの職員

には、地域手当相当額を加算した報酬のほか、通勤に係る費用弁償、特殊勤務に係る報酬、期

末手当、休日・夜間を含む時間外勤務手当に当たる報酬を割増報酬として支給することとして

おります。 

 また、会計年度任用職員の給料または報酬の水準につきましては、職務遂行上、必要となる

知識、技術、職務経験等の要素を考慮して定めるべきとされておりますので、職種ごとに支給

する号級や上限、再度の任用の際の給与決定の方法につきましては、今後、慎重に検討してま

いります。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 常勤の給料表に基づいて進めるというふうに聞いておりますけれど

も、新人の会計年度任用職員の場合、常勤の給料表のどこに格付するような考えでいるのか、

お聞きいたします。 

○議長（石原幸雄君） 総務部長植田 裕君。 

○総務部長（植田 裕君） 現在のところ、常勤職員の１級と２級の給料表を使用するという

ことで検討を進めているところですが、新任の会計年度職員が１級の何号級になるかというと

ころは今慎重に検討しているところであります。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 次に、福利厚生の改善について伺います。 

 年休、病休、生休、慶弔休暇、健康保険・年金、共済などについて、有給か無給かも含め、

どのように考えているのか、質問いたします。 

○議長（石原幸雄君） 総務部長植田 裕君。 

○総務部長（植田 裕君） 会計年度任用職員に付与される主な有給の休暇といたしましては、

年次休暇、公民権の行使、官公署への出頭、災害、災害等による出勤困難、災害時の退勤途上

危険回避、親族の死亡などとなり、無給の休暇といたしましては、産前・産後、保育時間、子

の看護、短期の介護、介護、生理日の就業困難、負傷または疾病、骨髄移植などとなっており

ます。 

 また、地方公務員育児休業法によりまして、勤務期間等一定の要件を満たす会計年度任用職

員は、育児休業や部分休業も取得可能となります。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 今のお話を聞いていて、常勤職員と具体的に比較をすると有給、無

給も含めてですが、どの程度の違いがあるのか、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（石原幸雄君） 答弁を求めます。人事課長二野屏公司君。 



 

○人事課長（二野屏公司君） 会計年度職員に向けた現在検討している休暇につきましては、

職員にほぼ近いものとなると考えております。ただ、職員のほうも今国が示している非常勤制

度と若干異なる部分がございますので、その辺は慎重に判断していきたいと思います。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 具体的な細かいところの相違などについては、後ほど資料で出して

いただければありがたいと思います。 

 次に、２０２０年度実施に向けてのスケジュールについて伺います。 

 規則の制定、募集、試験、採用、被採用者の教育などについて、どのように考えているのか、

質問いたします。 

○議長（石原幸雄君） 総務部長植田 裕君。 

○総務部長（植田 裕君） 会計年度任用職員制度実施に向けました今後のスケジュールとい

たしましては、今議会に上程しております関係条例が可決の後、早急に規則の制定を行いまし

て、年内には公募を完了し、選考を開始するということで円滑な制度運営に努めたいと考えて

おります。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） その際に、非常勤職員などへの説明会、あるいは職員組合との協議

というものはどのように進行しているのでしょうか。 

○議長（石原幸雄君） 総務部長植田 裕君。 

○総務部長（植田 裕君） これまで、条例等を今上程させていただいているんですけれども、

その内容等につきましては、適宜職員組合のほうに交渉、あるいは提供をしているところでご

ざいます。公募につきましては、来月か１２月ごろを目途に考えておりますので、その前には、

今の一般職非常勤職員の方の皆様には説明会を開催しなくてはならないと考えております。以

上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 質問の２番目に移ります。安心できる高齢者医療・福祉に向けてで

あります。 

 周知のとおり、牛久市の６５歳以上の高齢者人口は本年８月１日現在で２万４，０１５人、

牛久市の総人口に占める割合は２８．２７％、人口推計では、２０２５年には３０％になると

想定されています。 

 牛久市高齢者保健福祉計画・牛久市介護保険事業計画うしく安心プラン２１（第７期改定

版）によると、牛久市は、高齢化率は全国平均並みですが、前期高齢者（６５歳から７４歳）

の割合が高く、高齢者夫婦のみの世帯が多く、高齢者のひとり暮らしがふえている。就業者も



 

急速にふえている。他方で、第１号被保険者の要介護・要支援の認定率は低いが、介護保険給

付費は２０１７年度には４２億円を超えるなど急速に増加し、特に施設サービス費の増加が著

しいとしています。そのため、市の地域資源を有効に活用し必要なサービスを確保し、高齢者

が安心して地域で生活を続けていくことができるような仕組みづくりが求められています。と

述べています。 

 そこで、要介護・要支援認定者数の推移と予防対策。特に自立支援・重度化の防止と医療・

介護の連携の推進面で、この間の成果と課題について説明を求めます。 

○議長（石原幸雄君） 保健福祉部次長内藤雪枝君。 

○保健福祉部次長兼健康づくり推進課長（内藤雪枝君） ７期計画における要介護・要支援認

定者数と過去３年間の推移については、各年３月末時点の認定者数として、平成２９年は、要

介護者が計画値２，０９３人に対して２，０２３人、要支援者数が計画値６５０人に対して６

４１人。平成３０年は、要介護者が計画値２，２５２人に対して２，０８１人、要支援者は計

画値７１２人に対して６６７人。平成３１年は、要介護者が計画値２，３９０人に対して２，

１９３人、要支援者が計画値７５１人に対して６８３人で、いずれの年も認定者数は計画値を

下回っております。 

 自立支援・重度化防止については、質の高い介護サービスを実現する目的から、平成３０年

度の介護報酬改定においてリハビリテーションに関する医師の関与の強化や、デイサービス利

用者の状態の維持または改善の度合いが一定の水準を超えた場合に報酬上評価されるなど、リ

ハビリ専門職を活用した重度化防止策に重点を置く見直しがされております。 

 また、あわせて医療と介護の役割分担と連携推進の観点から、医療機関との連携に、より積

極的に取り組むケアマネ事業所について、入退院時に連携に関する評価を充実させる新たな加

算も創設されております。 

 報酬改定から１年が過ぎましたが、どの程度重度化防止につながっているかは、評価は難し

いところです。今後もサービス提供事業所の取り組み状況を注視してまいります。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 厚労省は、令和２年度予算概算要求における重点要求の１つとして、

人生１００年時代の安心の基盤となる「健康寿命の延伸・生産性の向上」を柱にし、ロボット、

ＡＩ、つまり人工知能、そして、ＩＣＴ、つまり情報通信機器等の実用化推進を掲げています。

実際、既に心拍数、呼吸数、血圧、体温などのバイタルサインをＩＣＴを活用して、在宅・遠

隔で常時測定し、変化に応じて緊急な対応ができるようになっており、ＡＩなどを活用した問

診やＩＣＴを活用した遠隔による健診なども可能になっています。 

 医療・介護の充実化と、特に医師や看護師不足への対応、そして、医療・介護費用の軽減を



 

推進していくためには、これらＩＣＴ、ＡＩなどの活用による予防・在宅・遠隔型の医療・介

護システムを構築していくことが不可欠であり、それを実行していく拠点が新たに必要かと考

えます。市当局の考え方、また、既に具体化されていることがあれば説明願います。 

○議長（石原幸雄君） 保健福祉部次長内藤雪枝君。 

○保健福祉部次長兼健康づくり推進課長（内藤雪枝君） ＩＣＴ及びＡＩを活用した取り組み

につきましては、既に医療機関と在宅患者、あるいは医療機関と介護事業者を専用のネット

ワークで連携し、対象者の情報を迅速かつ多面的に共有することにより、対応と費用の両面に

おける合理化と利便性の向上が図られる取り組みが始まっているところです。 

 昨年度から、オンライン診療につきましても保険適用になっており、総務省主導のもと、最

新のＩＣＴ活用による普及事業に向けたモデル地域実証実験が行われ、通信事業者による第５

世代移動通信システム、いわゆる５Ｇの導入を見据えた実験等も行われているところです。来

年に実用化される５Ｇは、遠隔型の診断にも飛躍的な効果をもたらし、さらに、将来的に人工

知能による診断が期待されております。 

 このような医療・介護にかかわる情報通信技術や人工知能の活用は、医師不足の解消や医療

費の抑制等の問題解決に期待できると考えておりますが、医療機関や介護事業所等が体制を整

備する必要があり、市がどのように関与していくかにつきましては、今後、実証実験結果や先

進事例等を参考に情報収集と調査研究に努めてまいります。 

 なお、具体的な事例については把握しておりません。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 今御指摘のとおり、ＩＣＴ、ＡＩなどの活用による予防・在宅・遠

隔型の医療・介護システムの構築については、国も厚労省だけでなく経産省、総務省などでも

実証事業補助が活発化しており、茨城県も積極的だと聞いています。 

 福岡県の福岡市は特区事業にしようとしているそうですが、牛久市として、国や県との共同

事業などについて、既に取り組んでいる事業、あるいは予定の事業があれば説明してください。 

○議長（石原幸雄君） 保健福祉部次長内藤雪枝君。 

○保健福祉部次長兼健康づくり推進課長（内藤雪枝君） 現在、都道府県におきまして、地域

における医療及び介護の総合的な確保を目的とした、国と県の財源による「地域医療介護総合

確保基金」が設置されております。基金からはＩＣＴを活用した医療と介護間の連携を含めた

地域医療ネットワークの構築事業について、事業者等の申請により国と県から補助金が交付さ

れております。現状では、医療・介護に対するＩＣＴの活用に関しては、国及び県と医療機関

等の事業者間での共同事業が主体となっております。 

 今後は、茨城県においてもＩＣＴ関連の共同事業に市が参画する機会があるものと思われま



 

すので、国や県の動向を注視してまいります。 

 なお、茨城県においては、現在、参画しているということは聞いておりません。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 次に、高齢ドライバーの支援について質問いたします。 

 ある大手保険会社の資料によれば、「高齢ドライバーが全て危ないというのは本当なのか」

と、問題を以下のように提起しています。 

 「マスコミなども盛んに高齢ドライバーの危険性を喧伝し、自動車免許証を返納しないこと

が犯罪であるかのように言っています。しかし、高齢ドライバーの事故は本当にふえているの

でしょうか。例えば高齢者の事故増加という事実についてですが、それは高齢者の運転が危な

いからではなく、日本の高齢化に伴い高齢ドライバーがふえた結果なのではないかと疑ってみ

ることも必要でしょう」と、述べています。 

 第１当事者、つまり、事故原因をつくったドライバーの年齢層別の１０万人当たりの死亡事

故件数を見ると、トップは１０万人当たり１３．５人で、これは１６歳から１９歳の１０代の

層であります。次に来るのが１２．２人で８０歳以上です。７０から７９歳は５．４人で、２

０から２９歳の４．８人と大差ありません。６０から６９歳に至っては、わずか３．７人です。

また、この間の推移を見ても、高齢ドライバーが関与した事故が目に見えてふえているわけで

はありません。むしろ、他の全ての年齢層同様、緩やかな減少傾向にあります。高齢者がふえ

ているから高齢者の事故がふえているにすぎないのであります。 

 そこでまず、牛久市在住の高齢ドライバーの人数と年代別１，０００人当たり死亡事故数、

自動車免許証返納の推移を質問いたします。 

○議長（石原幸雄君） 市民部次長小川茂生君。 

○市民部次長（小川茂生君） 牛久市在住の６５歳以上のいわゆる高齢者ドライバーの人数に

つきましては、平成２９年末で１万４，９０３人、平成３０年末で１万５，２６６人でありま

す。 

 なお、牛久市全体の免許保有者数は、平成２９年末で５万９，１１４人、平成３０年末で５

万９，０６９人ですから、牛久市における高齢者ドライバーの割合は約２５％で年々増加傾向

にあります。 

 牛久市の交通死亡事故につきましては、平成３０年１０月に交通死亡事故ゼロ連続３５０日

の表彰を県知事からいただき、交通事故防止に努めてまいりましたが、残念ながら、本年２月

に高齢者ドライバーのスリップによる死亡事故が１件、８月に夜間、高齢者の道路横断中の死

亡事故が１件、計２件の交通死亡事故が発生してしまいました。 

 また、牛久市の高齢者の運転免許返納者数につきましては、平成２９年に２３８人、平成３



 

０年に２６３人であります。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 私は、高齢者が自主的に免許証を返納することをとめるつもりはあ

りませんが、高齢者が免許証を持っていることが罪悪であるかのように免許証返納を強制する

ような風潮には賛成しかねます。むしろ、公共交通の整備がすぐにできるとは思えませんし、

交通権など人権にかかわる問題であり、高齢者のひきこもりや健康悪化の助長にもつながりか

ねません。自治体としてなすべきは、むしろ、高齢ドライバーへの安全運転のための技術指導

等を含む支援ではないでしょうか。 

 この面で、神奈川県大和市では、シルバー・ドライブ・チェックをしているそうです。これ

はドライブレコーダーを活用した７０歳以上の高齢運転者の安全運転診断で、内容は、運転者

がふだん使用している車に無料で貸し出すドライブレコーダーを取りつける。取りつけ費用も

市が出します。運転者は１０日間ほど車を運転し、ドライブレコーダーを委託事業者に返却す

る。記録された映像を委託事業者が診断をする。市の交通安全教育専門員が運転者本人と一緒

に映像を見ながら安全運転のポイントをアドバイスすると、そういうものであります。各回１

５人程度で隔月で実施し、予算は７６万５，０００円とのことです。 

 牛久市としても、安全運転の技術指導を考えるべきかと思いますが、市執行部の考えを聞き

ます。 

○議長（石原幸雄君） 市民部次長小川茂生君。 

○市民部次長（小川茂生君） 高齢者ドライバーの事故を防止するために、単に免許返納を促

すだけではなく、高齢者ドライバーの安全運転に対する技術的な指導も必要ではないかと思わ

れます。 

 御案内のとおり、神奈川県大和市では、平成２９年度からドライブレコーダーを活用した高

齢者ドライバーの安全運転診断を実施し、安全運転の技術的なアドバイスを行っております。 

 牛久市でも、以前から市内のシニアクラブを対象に市の交通安全教化員が交通安全教室を開

催し、高齢者に対する啓発活動を行っておりますが、高齢者ドライバー対象の運転講習会等は

実施しておりません。 

 今後は、交通安全教室の中で高齢者が運転する際に注意すべき点など技術的なアドバイスも

組み込んでまいりたいと思います。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 操作の誤りで多いアクセルとブレーキの踏み間違いに対して、予防

装置の設置支援をしている自治体がふえています。岡山県美作市は、市内に住所を有する６５

歳以上の方を対象に、自動車急発進防止装置とその取りつけ費用の３分の２以内、上限は１０



 

万円を補助しています。また、東京都は、東京都内在住の７０歳以上の高齢運転者を対象に、

１台当たり９割、これも上限は１０万円を補助しています。 

 現在では、この発進装置の取りつけ費用も含め４万円程度でできるような状態になっていま

す。当面の高齢者の安全運転支援として大変重要ではないかと考えますが、市当局の考えを聞

きます。 

○議長（石原幸雄君） 市民部次長小川茂生君。 

○市民部次長（小川茂生君） ことしに入ってから、高齢者ドライバーのブレーキの踏み間違

えと思われる悲惨な自動車事故が多く報道されております。そのため、自動車メーカーでは、

ブレーキの踏み間違えを防止する後づけ可能な装置が開発され、商品化されているところです。 

 東京都ではその装置の設置に関して９割の補助を実施しており、県内でも、１０月から境町

が踏み違え防止装置の設置費用の２分の１、上限３万円を補助する支援策を実施している状況

です。 

 また、一般財団法人茨城県交通安全協会が、９月から、県内の満７０歳以上の高齢者を対象

に、後づけの急発進制御装置の設置に対する補助を実施しております。交通安全協会会員に対

しては１万円、非会員に対しては２，０００円の補助を実施しており、県の交通安全協会に確

認しましたところ、県内で９月の１カ月間で約５０件の申請があったとのことでございます。 

 牛久市でも、今後、県内の自治体の動向を注視してまいりたいと思います。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 私は、この問題は高齢ドライバーの安全運転の支援の柱になるもの

ではないかというふうに思います。特に私は、７５歳以上のドライバーという形で考えるのも

１つの考え方、そして、例えば第１回、第２回と分けて、例えば１回１００名ぐらいを募集す

るとかいうふうな方法も考えられるのではないかというふうに思いますけれども。この問題は

やはり市としても真剣に考えていくべきではないかというふうに思うんですが、市長はどのよ

うにお考えなのか質問をさせていただきたいと思います。 

○議長（石原幸雄君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 私も高齢者のドライバーの一人でございまして、十分に気をつける、

自分で運転するときは十分に気をつけております。ただ、私も思うんですけれども、やはり、

先ほども言ったように、高齢者が運転するからいけない、これは犯罪だというふうな、そうい

う風潮が私もちょっといかがかと思います。中には８０歳過ぎてもすばらしい運転の技術者も

おりますし、ですから、そこなんですね。そこをどうすみ分けするか。年齢で切るのか。そし

て、やっぱり、そういう技術でやるのかということもこれから大きな課題になりますし、また、

これから恐らく、車の安全の、急ブレーキとか急発進とか、そのようなことに対応する車がこ



 

れから出てきて、そのようなことが恐らく幾分は緩和される時代も来るのかなと思っておりま

す。ただ、それまでに何かしらの策を講じながら、やはり悲惨な交通事故をなくすための方法

は探るべきだと思っております。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 高齢者の免許証の返納のいろいろお話を聞きますと、やはり家族に

責められるというんですね。子供ですとか、「返せ、返せ」と、「危険だから」と。そういった

ことも含めて、安全装置というのは、そういった方々にも一定の安心感というか、そういうも

のにもつながるのかなというふうにも思います。私も、技術的なあれで言えば、近い将来には

そういったものが常備されるのではないかというふうに思いますけれども、その間の過渡的な

期間に自治体としてどういう支援ができるのかということは、それはそれとしてやはり考えて

いく必要があるのではないかというふうに思います。 

 次に、高齢者認知症対策について伺います。 

 ２０２５年には、認知症の人は約７３０万人に達し、高齢者の５人に１人となる見込みと言

われています。政府は、ことし、新たな認知症施策推進大綱を決定し、認知症の人が暮らしや

すい社会を目指す「共生」とともに「予防」を二本柱の一つとして目標に掲げました。 

 大綱では、予防について、「認知症にならない」ではなく、「認知症になるのをおくらせる」

あるいは「認知症になっても進行を緩やかにする」と定義をしているのであります。そのため

に、認知症予防トレーニングを初め、食事、テスト、ゲームなどさまざまな対策が生まれてき

ていますが、現在、牛久市の高齢者認知症の現状と対策について伺います。 

○議長（石原幸雄君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 国が２０１５年に策定しました「新オレンジプラン」によると、２０

２５年には６５歳以上の５人に１人が認知症を患うという推計がされております。認知症患者

数の統計はございませんが、国の推計を摘要すると、２０２５年に牛久市の６５歳以上の推計

人口は２万５，４５１人で、認知症患者は５，０９０人となります。 

 牛久市は、認知症予防対策としての認知症予防教室等を実施し、年間およそ２００人の方が

参加しております。啓発普及と予防を目的とした教室では、自宅でみずから予防に取り組める

音楽や運動プログラムの紹介、講話、認知症の簡易検査を実施しておりまして、また、簡易検

査の結果等により、認知機能の低下等の傾向にある方については認知機能の維持向上に効果の

ある運動プログラムを６日間実施しております。 

 認知症の人を支えるボランティアの育成につきましても、市が養成した認知症予防リーダー

が現在２８名おり、１２の行政区において認知症予防教室を定期的に開催しておりまして、地

域を見守る役割を担っていただいております。 



 

 また、牛久市社会福祉協議会においては、毎年、小学校５年生を中心に「認知症サポーター

養成講座」による認知症教室を実施し、その養成数は現在までに総計１万４，９０１名でござ

いまして、県内１位となっております。家庭内や隣近所における高齢者や認知症の方の見守り

の一翼を担うことが期待されております。 

 今後も引き続き、認知症予防に効果的な教室の実施と地域のボランティア育成を行い、市全

体で認知症予防が図られるよう支援し、認知症予防対策に努めてまいります。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 認知症の症状の１つに徘回があります。少し前のニュースですが、

平成１９年、徘回していた９１歳、当時ですが、の男性が電車にはねられ死亡した事故で、Ｊ

Ｒ東海が約７２０万円の損害賠償を家族に求めて提訴した。１・２審は家族に支払いを命じた

という、認知症にお悩みの介護者、家族にとっては衝撃的な報道がありました。最終的には、

最高裁は家族に責任はないとしてＪＲ東海の請求を棄却しましたが。そこで、ついに自治体が

公費で保険料を負担する制度が各地で始まっています。 

 愛知県豊田市の認知症高齢者等個人賠償責任保険事業は、認知症高齢者等が電車事故などを

含め第三者に損害を負わせてしまうなどして損害賠償責任を負った場合にこれを補償する保険

に市が加入することにより、認知症の方や家族を支え、住みなれた地域での安心な暮らしの実

現を目指すものであります。１事故につき補償額１億円を限度に補償するもので、保険料は全

額公費で負担するため、被保険者の自己負担額はありません。大阪府泉佐野市、神奈川県大和

市、富山県富山市、兵庫県神戸市など、ほかにも多くの自治体が始めています。 

 牛久市における高齢者認知症徘回の現状と対策について説明を求めるとともに、特に認知症

高齢者等個人賠償責任保険事業についてどのように考えているのか伺います。 

○議長（石原幸雄君） 保健福祉部長藤田幸男君。 

○保健福祉部長（藤田幸男君） 認知症に関する相談として平成３０年度に地域包括支援セン

ターで受け付けた新規相談は６０件でしたが、対象者は認知症の初期から重度まで幅広く、ま

た、認知症の診断がついている方ばかりではないため、サービスの利用は本人や家族の気持ち

を聞き取りながら慎重に支援していく必要があります。 

 徘回などで帰宅困難になるなど日常生活に支障が出ている方は継続的な見守りも必要となり、

ＧＰＳ探索装置の貸し出しやＳＯＳネットワークへの登録、おかえりマークの登録などを御案

内して、御本人の安全と家族の安心につなげております。 

 これらのサービスの利用状況といたしましては、ＧＰＳ装置につきましては現在２件の御利

用があります。ＳＯＳネットワークは現在１３７名の登録があり、おかえりマークについては

現在２３名の方が登録をしております。 



 

 今、議員のほうから御提案がありました保険につきましては、市内に踏切が多いなど交通の

利便性がよい自治体を中心にふえつつあることは認識をしております。しかしながら、市が負

担する保険料につきましては、地方交付税や補助金の財政措置はなく、また、認知症の人は事

故を起こしやすいというイメージの発信につながるのではないかという懸念もあり、制度の導

入につきましては、その継続性も含めて慎重な検討が必要と考えております。 

 市といたしましては、地域の中に認知症を正しく理解する市民をさらにふやし、認知症の人

が困っているときには優しく声をかけ、まずは事故に巻き込まれないための環境づくりを今後

とも進めていくことが必要であると考えております。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 徘回によってさまざまな事故が起きないようにしていくということ

は大変大事なことだろうというふうに思いますけれども、一方で、やはりリスク管理の観点か

らすると、最悪の状況というものに対してどのように準備していくのか、そういったことも一

方では大切かというふうに思います。そういった意味の保険ということではないかというふう

に思いますので、ぜひ積極的に検討をしていっていただきたいというふうに思います。 

 最後に、質問の３番目として、２０１８年改訂の放射線副読本などについて伺います。 

 文部科学省が、昨年、２０１８年１０月に改訂した放射線副読本の最新版は、全国の小学校

に約７００万部、中学・高校に約７５０万部配布されたとのことです。その目的は、放射線に

ついて科学的な知識を身につけ理解を深めることとしています。 

 しかし、前回、２０１４年に作成された副読本も非科学的で問題の多いものでしたが、今回、

昨年改訂された副読本は、さらに徹底的に内容を改悪したものと言わなければなりません。 

 まず、章立てを改悪しています。前回は、１章を「原子力発電所の事故」、２章を「放射線

について知ろう」でしたが、今回は、１章が「放射線について知ろう」で、原子力発電所の事

故は２章に格下げされています。中学生用も同様です。これらは制作の意図を明らかに示すも

のですが、内容はさらに非科学的で、１章では、放射線の危険性よりも有用性に力点が置かれ、

放射線の健康への影響は大したことはないと盛んに強調されています。放射性物質は半減期が

長いものでも除染で取り除けるかのように誤った記述や、そして、何より、１００ミリシーベ

ルト以下の被曝は安全であるかのような記述など、原発推進派が一方的に主張している論調を

信じ込ませようとしているだけです。 

 ２章では、タイトルも前回の「原子力発電所の事故」から、「原子力発電所の事故と復興の

歩み」と改悪されており、事故のことより復興に力点が置かれています。しかも、福島第一原

発事故は大したことはなかった。福島県民の健康にも影響がなかったと書かれています。被災

者の避難の苦しい実態よりも帰還に重点が置かれ、事故は過去のことのようにされています。 



 

 しかし、事故は過去のことなのでしょうか。安倍首相はオリンピック誘致で「福島原発事故

はアンダーコントロール状態にある」などとうそをつきましたが、なぜ、いまだに原子力緊急

事態宣言を撤回できないのでしょうか。それは安倍政権が強制している福島県民の帰還政策に

結びついているからでもあります。日本のさまざまな法令では、公衆の被曝線量の上限は年間

１ミリシーベルトとなっています。それを原子力緊急事態であると宣言して、年間２０ミリ

シーベルトの避難基準なるものをつくり上げ、福島への帰還を強制しているのです。それが原

子力緊急事態宣言であります。 

 牛久市教育委員会としては、この改訂版副読本をどのように評価しているのか、まず伺いま

す。 

○議長（石原幸雄君） 教育長染谷郁夫君。 

○教育長（染谷郁夫君） 初めに、私はことしの夏に２回福島県を訪れました。一度目は飯舘

村から浪江町を、二度目は富岡町から大熊町、双葉町、浪江町と国道６号を走りました。その

後、津波の被害に遭った宮城県仙台市や名取市の閖上地区、石巻を訪れました。同じ東日本大

震災の被害状況でも、放射能による被害と津波の被害では復興の状況が随分違うなということ

を実感しました。 

 さて、放射性副読本の内容の問題点についての評価についてお答えします。 

 文部科学省が作成したこの放射線副読本は、平成３０年９月に改訂され、全国の小学校・中

学校・義務教育学校に配布されたもので、牛久市の小中学校にも配布されています。 

 今回改訂された副読本は、前回の副読本と内容を比較すると、議員おっしゃるように、原発

事故による風評被害や差別、いじめについての記載が多くなり、これらの対応としては意義あ

るものと感じますが、しかし、新しい副読本では、内容の構成として、原子力発電所の事故に

ついての内容が後の章になり、放射線についての内容が前の章となっています。 

 また、今回の副読本には、前回の副読本にあった「地面に落ちた放射性物質の量」や「避難

指示区域の概念図」のような原発事故の影響を示す資料が削除され、原発事故の内容やその被

害の状況についての記述も大幅に少なくなっています。 

 これらのことから、今回の副読本については、原発事故の悲惨さやその被害の大きさについ

ての扱いが軽くなっているという解釈もできるかと考えられます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 報道によれば、滋賀県野洲市では、３月８日、市議会の質問で、副

読本は自然界のものと事故による放射線を同一視し、安全だという結論に導こうとしているな

どと指摘を受け、市教委が内容を精査した上で、同日中に回収を決めた。同１１日付で、保護

者に内容や取り扱いについて改めて協議した結果、記述された内容に課題があると判断しまし



 

たとの文書を送り、回収への協力を求めたそうです。西村教育長は、「原発事故で今も４万人

以上の避難者がいるにもかかわらず、副読本にはその人々の思いが抜け落ちている。一度回収

してから、資料を補うなどの活用方法を検討したい」と、話しているとのことです。 

 牛久市教育委員会としては、この副読本の扱いをどのようにしているのか。また、これから

しようとしているのか質問します。 

○議長（石原幸雄君） 教育長染谷郁夫君。 

○教育長（染谷郁夫君） まず、国の副読本の使用状況ですが、先ほど申し上げましたとおり、

この副読本は市内小中学校全員に昨年度の年度途中に配布されています。その使用状況につい

ては、昨年度末の県の調査によると、小学校では、８校の中でこの副読本を使用した学校はあ

りませんでした。中学校では、５校中３校が使用していました。小学校の活用が少ないのは、

これまでも茨城県の防災・危機管理部原子力対策課が作成した副読本「原子力とエネルギーブ

ック」を活用したり、小学校６年生の社会科の教科書の中に「震災復興の願いを実現する政

治」というテーマで１２ページにわたって東日本大震災や原発事故からの復興も掲載されてい

たりするため、国の副読本を活用する必要がなかったと思われます。中学校では、３年生の理

科の授業で「放射線」を扱う内容がありますので、この学習などで指導の一助として使用して

いる状況です。 

 こうしたことを考えると、各学校の判断で実態に応じて活用しているところもあることから、

あえて回収という判断はしていない状況です。 

 ただし、学校で副読本として使用する場合、原発事故からいまだ完全に復興していない状況

を考えれば、原発事故の悲惨さやその被害の大きさについてもあわせて扱うことは必要であろ

うと考えます。 

 さきにも述べましたとおり、県の副読本「原子力とエネルギーブック」も配布されています。

こちらも原子力災害の大きさには十分触れていない面がありますので、これらを活用する際に

は、改訂前の副読本などの併用も勧めていきたいと思っています。 

 また、先生方から県がアンケートをとった資料があるんですが、「今後、原子力・放射線に

関する教育を実践していく上での課題は何ですか」というのがありまして、小学校８校のうち

８校が、「事故が起こった際の具体的な対応の仕方について指導の工夫を図る必要がある」と

いうような課題を挙げている現状もあります。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 今の御答弁の中で、小学校では使用はしていないけれども、中学校

では５校中３校が使用したとのことです。どのように使用したのかは別にして、このこと自体、

軽視できないことではないかと考えています。しかも、放射線を扱う内容として、このような



 

放射線の危険性を事実上否定する誤った内容を使用するということは軽視できません。各学校

の判断を尊重することに異議はありませんが、放射線に関する誤った内容を放射線に関する教

材に使用することは問題と言わねばなりません。このことについては、既に保護者の方からも

問題を指摘いただいているところでございます。 

 やはり、回収を再度検討されることを勧めるものであります。このことについては、今、回

答は求めません。後日、別の機会に改めて伺いたいと思います。 

 最後に、安倍政権は、文科省のこの副読本だけでなく、２０１８年３月に、復興庁がパンフ

レット「放射線のホント」を発行し、配布しているそうであります。関係省庁、ＰＴＡ大会、

佐賀、そして、新潟などで、福島県内外イベント、その他のイベントなどで２０１８年１１月

現在で２万２，０００部が配布されたといいます。内容は、この副読本とほぼ同じものであり

ます。 

 福島第一原発事故から８年以上がたつ今も原子力緊急事態宣言がなぜ撤回できないのか。そ

のような事実に目を向け、かつての「原発安全神話」から、今度は「放射線安全神話」をつく

り出そうとしているかのようであります。それはより危険なプロパガンダとも言えます。 

 学校で使用されていることはないとは思いますが、牛久市役所と小中学校に配布されている

のか。もし配布されているとしたら、どのように対応しているのかを確認する意味で質問いた

します。 

○議長（石原幸雄君） 環境経済部次長梶 由紀夫君。 

○環境経済部次長（梶 由紀夫君） 復興庁では、平成２９年１２月に「風評被害・リスクコ

ミュニケーション強化戦略」を策定し、この戦略に基づいて、平成３０年３月に先ほどのお話

にありました「放射線のホント」という冊子を発行いたしました。 

 「風評被害・リスクコミュニケーション強化戦略」は、平成２３年３月１１日に発生した東

京電力福島第一原子力発電所の事故から６年９カ月が経過した時点でも、福島県産農林水産物

の価格低下や観光業の不振など、今なお風評被害が残っていることや、学校における避難児童

生徒へのいじめなどの偏見・差別が発生していることを受け、これらの被害や差別の払拭に取

り組むために策定されたものだと聞いております。 

 復興庁では、戦略の強化内容の一つである「知ってもらう」という視点から、杉森議員のお

尋ねの「放射線のホント」という冊子を作成しておりまして、内容としては放射線に関する基

本的な知識、健康への影響、食品や飲料水の安全性、福島の復興の現状などを、児童生徒や教

育関係者、妊産婦、乳幼児や児童生徒の保護者、そして、広く国民一般に伝えるため、これま

で関係省庁やＰＴＡ大会、福島県内外でのイベントなどで２万部以上が配布されたと聞いてお

ります。 



 

 御質問にありましたこの冊子が、市内の学校や市役所に配布されているのか。また、配布さ

れているならばどのような取り扱いをしているかとのことですが、同冊子につきましては、市

内の学校・市役所へは配布はされておりませんので、授業での使用や市役所内での配置もされ

ていない状況でございます。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） このパンフレットは配布されていないとのことですが、このような

ものが、もし後日配布されてきた場合も想定し、市の考え方を質問いたします。 

○議長（石原幸雄君） 環境経済部次長梶 由紀夫君。 

○環境経済部次長（梶 由紀夫君） まず、市といたしましては国の発行物の内容に関しまし

て意見を述べる立場にはないと考えます。 

 ただし、これまで牛久市は、福島第一原発事故による放射能に対しまして、市民の不安の声

に対応してきました。事故後、平成２３年５月２６日には市内の放射線量を測定し始め、６月

１７日には放射線に関する牛久市の方針を策定し、当時、国の基準のない中、１時間当たり０．

３マイクロシーベルトと除染の目安を定めて、８月には市内の保育所、幼稚園、小中学校等を

除染しました。その後も公共施設、公園、民家などの除染を実施してきました。また、食品に

関しては、早期に放射能分析システムを導入し、市内産の野菜、給食食材を初め、市民から持

ち込まれた食品の測定要望にもお応えしてきました。健康面に関しては、内部被曝を不安視す

る市民の声に応え、ホールボディーカウンターによる検査も実施、その後、甲状腺検査制度も

構築し、現在も継続中でございます。 

 市では、放射能問題に対し真摯に取り組んできており、できるだけ数値化しお見せし、市民

に御判断いただくというスタンスでこの問題に取り組んできておりまして、数値については可

能な限り公表と情報共有に努めてきており、このスタンスはこれからも変わらないと考えてお

ります。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 杉森弘之君。 

○１４番（杉森弘之君） 国の施策についても市として言うべきことは言うべきというふうに

考えますが、他方で、牛久市がこの福島原発事故以来の中で放射線測定の問題などなど頑張っ

てきていることも事実というふうに考えております。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（石原幸雄君） 以上で１４番杉森弘之君の一般質問は終了いたしました。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は１５時３５分といたします。 

午後３時２７分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 



 

午後３時３８分開議 

○議長（石原幸雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、１１番池辺己実夫君。 

      〔１１番池辺己実夫君登壇〕 

○１１番（池辺己実夫君） 皆さん、改めまして、こんにちは。新政会の池辺己実夫です。 

 質問に入る前に、９月の市長選では、根本市長、再選まことにおめでとうございます。課題

はエスカードや牛久シャトーなどいろいろ山積していると思いますが、優秀なスタッフの方と

力を合わせて頑張っていただきたいと思います。期待しております。 

 １０月８日に閉会した「いきいき茨城ゆめ国体」、私は９月２８・２９・３０日と牛久の体

育館で行われた空手道の大会に県の役員として出席させていただきましたが、本当にすばらし

い大会にできたのはここにいらっしゃる執行部の方が陰になっていろいろと御尽力してくれた

ことと本当に感謝しております。おかげさまで天皇杯・皇后杯と、茨城県の空手道は優勝させ

ていただきました。本当にありがとうございました。 

 それでは、通告書に従いまして、大きく３点についての一般質問を一問一答方式で行います。 

 まずは、大きな１点目、投票率を向上させる取り組みについてであります。 

 改めて申し上げるまでもなく、日本は国民が主権を持つ民主主義国家であり、選挙は私たち

国民が政治に参加し、主権者としてのその意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ

基本的な機会であります。 

 また、平成２７年６月には公職選挙法の一部が改正され、選挙権年齢が満２０歳から１８歳

に引き下げられ、平成２８年６月以降の選挙から、より多くの国民が主権者としての意思を反

映できるようになっています。 

 ところが、残念なことに、牛久市においてはこの制度改革前と改革後を比較したとき、有権

者数がふえているにもかかわらず、投票率の低下により投票総数が減少しているという状況が

顕著にあらわれています。例えば、先月執行されました牛久市長選挙では、有権者数６万９，

６１９人のところ、投票率は３７．７９％で、これまでの牛久市における市長選の最低の投票

率となりました。また、ことし執行されました統一地方選挙での牛久市議会議員選挙におきま

しても投票率は４２．１８％であり、ここでもこれまでの市議会議員選挙の中で最低の投票率

となっています。 

 そこで、今回、まず１点目として、牛久市における選挙の執行体制の現状を確認しながら、

今後の投票率を向上させるための取り組みについて質問させていただきたいと思います。 

 なお、確認したところ、平成２８年９月の議会で同僚議員から同じような趣旨の質問があり



 

ましたが、先ほども申し上げましたとおり、残念ながら、直近の市長選と市議会議員選挙の投

票率が低かったこともあり、改めてお聞きできればと思います。 

 では、まず初めに、投票率の低い状態が続いている現状をどのように分析しているのか、お

伺いいたします。 

○議長（石原幸雄君） 総務部次長野口克己君。 

○総務部次長兼管財課長（野口克己君） 議員御指摘のとおり、牛久市において５割を超える

有権者が棄権する選挙が続いていることは大変残念に思います。 

 牛久市選挙管理委員会では、各種選挙において、懸垂幕・横断幕による啓発を初め、広報紙、

ホームページ、フェイスブック等のＳＮＳ及びＦＭうしくうれしく放送、広報車を活用しての

啓発、ＪＲ駅構内の啓発ポスターの掲示や市内大型店舗に御協力いただき店内アナウンスや啓

発ポスターの掲示をしていただくなど、さまざまな取り組みを行っております。また、有権者

一人一人に投票所入場券を郵送していることもほかの自治体では余り見られない取り組みです。 

 投票率につきましては、当日の天候や選挙の争点などさまざまな要因が総合的に影響するも

のでありますが、本年４月の統一地方選挙において、全国の市町村長選挙、市区町村議会議員

選挙、ともに平均投票率が過去最低を更新しました。加えて、本年７月に行われた参議院議員

通常選挙も、直近の衆議院議員総選挙も、ともに戦後２番目の低投票率を記録するなど、牛久

市だけの問題ではなく、全国的な課題となっております。 

 平成２８年に選挙権が１８歳以上に拡大されましたが、ことし行われた市議選、参院選、市

長選の牛久市における１０代の投票率は、全体の投票率と比べて１０ポイント以上低くなって

おり、若年層の選挙権は伸び悩んでいるのが実情です。 

 選挙管理委員会としては、今後も引き続き、有権者に必ず選挙の情報が届くよう、情報を発

信してまいります。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 池辺己実夫君。 

○１１番（池辺己実夫君） 続きまして、投票所の見直しについてであります。 

 私の住んでいる田宮地区の投票所は、現在、エスカードビルの中の２階に設置されています

が、地域の高齢化率も高く、お年寄りの方からは「階段やエレベーターを使用しなければなら

ないのは大変だ」との御意見も聞いています。また、エスカードビルには駐車場が確保できな

い課題もあり、「歩いていくのは結構大変なのよね」というような声も聞かれます。一例とし

て田宮地区の状況を申し上げましたが、もしかしたら、ほかの地区でも同様な課題があり、結

果的に足が遠のく一つの要因になっているようなことがないとは言い切れないのではないでし

ょうか。 

 私は、投票率の向上のために、このような物理的な障害をできる限り取り除くことはまず行



 

わなければならないことと考えます。そこで、現在の投票所の見直しが必要ではないかと思う

のですが、執行部のお考えをお伺いいたします。 

○議長（石原幸雄君） 総務部次長野口克己君。 

○総務部次長兼管財課長（野口克己君） 田宮投票区投票所につきましては、以前はＪＲ牛久

駅東口ロータリーに仮設投票所を設けておりましたが、その際は駐車場がなく不便だとの声が

寄せられており、現在は期日前投票所とともにエスカード牛久の２階フロアに田宮投票区投票

所を設けております。これにより、投票所にお越しの方はエスカード駐車場を利用できるよう

になりました。エレベーターもございますので、車椅子の方にも御利用いただいております。

さらに、エスカードを利用するついでに投票される方や、牛久駅の改札口からペデストリアン

デッキでつながっているため、駅利用者の投票も多く、非常に投票者数の多い投票所となって

おります。 

 とは申しましても、議員御指摘のとおり、投票率の向上のために物理的な障壁を取り除くこ

とは大変重要なことであります。各投票所において投票の妨げになっているものはないか、改

善できるものはないか調査し、投票環境の向上に努めてまいります。 

○議長（石原幸雄君） 池辺己実夫君。 

○１１番（池辺己実夫君） 今の説明で私の、じゃあ、勉強不足かもわからないとちょっと痛

感したので、その部分は認めますが、やはり、田宮区の投票率が本当に下がっているのは、そ

ういった声を耳にするので質問させていただきました。 

 続きまして、期日前投票の状況について質問いたします。 

 選挙の投票日に投票ができない有権者が投票日の前日までに投票ができる制度として期日前

投票があります。投票当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの理由のいかんにもかかわ

らず選挙期間中に投票できるもので、私も大変よい制度だと思っています。もちろん、私も活

用しています。 

 そこで、牛久市の期日前投票の状況を確認したいと思います。今回の市長選挙及び４月の市

議会議員選挙における市民の期日前投票の投票率、例えば前回の選挙と比較してどのような状

況か、お伺いいたします。 

○議長（石原幸雄君） 総務部次長野口克己君。 

○総務部次長兼管財課長（野口克己君） 期日前投票を利用される方は、増加傾向にあります。

平成２７年の市議会議員一般選挙において期日前投票をされた方が合計８，７３８人で全体の

１２．８１％だったのに対し、本年の同選挙においては合計９，２７９人で全体の１３．１

９％でした。同じく、平成２７年の牛久市長選挙において期日前投票をされた方が合計７，６

９２人で全体の１１．２５％だったのに対し、本年の市長選挙においては合計８，８４７人で



 

全体の１２．５％でした。 

 特に牛久市では、市内４カ所に期日前投票所を設けており、これは同一規模の自治体の中で

も期日前投票所の設置数が多く、利便性が高いことから、投票日に都合が悪い方は、ぜひ、期

日前投票所を利用していただきたいと思います。 

○議長（石原幸雄君） 池辺己実夫君。 

○１１番（池辺己実夫君） 確かに投票所が４カ所あるというのは、守谷にしても龍ケ崎にし

ても、全然牛久よりも少ない１カ所とか２カ所と聞いているので、本当にそれはすばらしい取

り組みだと思います。これからもよろしくお願いします。 

 私の認識では、牛久市は、期日前投票が大変活用されている自治体の一つであると思ってい

ます。今回の市長選でも最終的な投票率は３７．７９％と伸び悩みましたが、期日前投票の状

況は前回と比較しても同じような状況であり、この期日前投票の有効性をもっと活用して投票

率の向上につなげるべきではないかと思うのです。 

 また一方で、投票日の投票所の開設時間、いわゆる投票時間が午前７時から午後８時までの

１３時間となっておりますが、こちらは見直しが必要ではないかと思っています。各投票所に

は、投票の状況を確認する投票立会人などの方が選挙管理委員会から任命されるわけですが、

現実的に御高齢の方にお願いする場合が多く、長時間のため、その選任も御苦労があると聞い

ています。 

 そのような中で、１８時以降の投票率が今回の市長選で２．６５％、４月の市議会議員選挙

で３．１６％であり、余り投票率の向上につながっていないように思われるわけです。したが

いまして、もともと期日前投票が大変活用されている状況でありますので、この期日前投票の

活用を強化しながら、一方で、当日の投票時間の短縮を図り、コストを抑えながら投票率向上

につなげるような努力をするべきではないかと思うのですが、お考えをお伺いします。 

○議長（石原幸雄君） 総務部次長野口克己君。 

○総務部次長兼管財課長（野口克己君） 議員御指摘のとおり、期日前投票が浸透してきたこ

とにより、投票日当日ではなく、事前に投票を済まされる方が増加している傾向にございます。 

 一方で、投票日当日の投票時間の繰り上げにつきましては、公職選挙法の規定では、投票は

選挙当日投票所において行うのが原則であり、期日前投票については、選挙の当日、一定の事

由によって投票所に行けない有権者のための例外として位置づけられた制度であること。さら

に、投票所の開閉時間の変更については、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる

特別の事情がある場合、または、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のあ

る場合に限られており、期日前投票の定着や夜間の投票者が少ないからといった理由は、「特

別の事情」に当てはまらないとの指摘がされております。 



 

 牛久市における午後６時以降の投票者数を見ると、４月の牛久市議会議員選挙では１，９７

９人、９月の市長選挙では１，６３５人の有権者が投票しており、決して少なくない人数であ

ると考えます。もちろん、投票時間を繰り上げることによってこれらの午後６時以降に投票し

ていた方々が投票しなくなるわけではありませんが、投票時間を午後８時までとしている趣旨

は、有権者の投票の機会を少しでもふやすことで投票率の向上につなげる試みの一つであるこ

とも御理解いただきたいと思います。 

 今後も、期日前投票制度の動向を注視しながら、参政権を行使する機会を確保した上で、投

票所の開設時間について慎重に考えてまいります。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 池辺己実夫君。 

○１１番（池辺己実夫君） ありがとうございました。 

 最初に申し上げましたとおり、選挙は民主主義の根幹をなすものでありますので、選挙管理

委員会や何かで、やはりそこで相談しなくては多分変えられないものだと理解はしてあるので、

よく検討していただきたいと思います。また機会があればこの質問はしていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の質問に入ります。続きまして、大きな２問目の質問。運転免許証の返納等に

対する処遇についてであります。 

 皆さんも御承知のとおり、近ごろ、運転免許証を返納する高齢者が増加しています。このよ

うな現象の背景の一つには、高齢者のドライバーの方がアクセルとブレーキを踏み間違えたこ

とにより引き起こされる交通事故が多発しており、そのことを新聞やテレビが盛んに報道する

ことで、高齢者ドライバーの方の運転免許証を自主的に返納しようとする気持ちを後押しする

からだと思います。 

 一方、牛久市では、運転免許証を返納した高齢者の方に対し、市内での移動の足として２万

円分のコミュニティバスかっぱ号の利用券を配布していると認識していますが、最近、この利

用券について、次のようなことを耳にしています。驚いたことに、この利用券を金券ショップ

で換金している市民が見受けられるということです。これが事実であれば、何のために利用券

を配布しているのか、これでは全く意味がないのではないかと考えるものであります。 

 そこで、運転免許証を返納した高齢者に対する生活上の手段を考慮する場合、今後は、換金

可能な利用券ではなく、例えばかっぱ号の２万円分の無料パスを配布してはいかがでしょうか。

さらに、その方が２５歳以上の後期高齢者と言われる市民の場合には、この際、かっぱ号への

乗車運賃は無料とし、いつでもどこでも乗車可能な無料パスを配布してはいかがかとも考える

ものでありますが、この点について、執行部のお考えをお伺いいたします。 

○議長（石原幸雄君） 池辺己実夫君。 



 

○１１番（池辺己実夫君） 失礼しました。「７５歳」に訂正をお願いします。 

○議長（石原幸雄君） 答弁を求めます。市民部次長小川茂生君。 

○市民部次長（小川茂生君） 御存じのように、牛久市では平成２７年８月から、高齢者が運

転免許証を自主的に返納した際の支援制度として、牛久市コミュニティバスかっぱ号の回数乗

車券２万円分、または、奥野地区公共交通空白地有償運送利用券を２万円を上限に支給してお

ります。この支援制度は、免許証を返納した高齢者の方が不便のないように、自家用車にかわ

る移動手段としてかっぱ号等を利用していただくもので、制度開始から６００名を超える方々

にこの支援制度を利用していただいております。 

 議員御提案のかっぱ号の回数乗車券にかえて、かっぱ号の２万円分の無料パスをということ

でございますが、支払った運賃の計算を行うには、回数券のほか、スイカやパスモなどの交通

系ＩＣカードが必要となります。このため、かっぱ号のＩＣカード対応が必要となります。さ

らに、無料パスとして２万円をチャージした交通系ＩＣカードを配布することとなった場合、

このＩＣカードはＪＲなど市外交通手段や「駅ナカ」などと呼ばれる鉄道駅の商業施設での支

払いなどにも利用可能なため、かっぱ号以外の支払いに使われてしまうことも考慮しなければ

なりません。 

 次に、７５歳の後期高齢者向けの無料パスについてでございますが、現在、かっぱ号は１０

０円の運賃で全世帯の負担減に配慮した料金体系となっております。このため、さらなる割引

運賃につきましては検討課題とさせていただきたいと思います。以上です。 

○議長（石原幸雄君） 池辺己実夫君。 

○１１番（池辺己実夫君） よく考えわかりました。ただ、換金しているということは、要は

かっぱ号で使いたくないから市民は換金しているんだと思うんですよ。先ほど同僚議員がいろ

いろ質問した中で、根本市長もデマンドにだんだんシフトしていくような考えがあるというこ

とを言っていただいて、私は正直、すごくうれしく思うので、こういったものを、これは答弁

いいですからね、いろいろ検討していって、これはだんだん廃止のほうに持っていくような形

のほうがいいような気がします。今の次長の答弁を聞いていても、やはり、ほかに使われるか

らどうこうと。だって、ほかに使っているから私はちょっとおかしいなと思って質問している

ので、だんだんデマンドのほうに移行していくことを検討していただけるように、これは私の

あれなので、全然、答弁は結構ですから。 

 最後の質問となります。大きな３点目、学校教育行政についてであります。 

 根本市長は、１期目の公約でありましたひたち野うしく中学校の建設については来春の開校

に向けて着々と準備を進めている一方で、奥野地区では奥野小学校と牛久第二中学校の義務教

育学校化を進めるなど、根本市政において学校教育の推進は中心的施策であると感じています。



 

そのような中で、私も教育民生常任委員会に籍を置き、牛久市の学校教育の推進をしっかりと

支えていかなければならない立場であると思っておりますので、根本市政の２期目に当たって

の最初の質問の機会にこのテーマを取り上げさせていただいたところです。 

 そこで、まず初めに、２期目の公約にもなっておりますおくの義務教育学校についての質問

をさせていただきます。公約では、奥野小、牛久二中の将来的な人口減少に対し、特色のある

小中一貫の義務教育化を進めますとなりましたが、今後の展望についてお伺いいたします。 

○議長（石原幸雄君） 教育長染谷郁夫君。 

○教育長（染谷郁夫君） 奥野地区における義務教育学校化の取り組みにつきましては、秋山

議員の御質問にもお答えしたとおり、人口減少の進む奥野地区に学校を存続させ、奥野地区の

子供たちに９年間の義務教育課程を学ぶ環境を確保し、あわせて地域コミュニティの維持振興

を目指して進めているものであります。平成２８年度から導入している小規模特認校制度の運

用とともに実施することで、奥野地区以外から通学しています児童生徒数をさらに増加させて

いきたいと考えています。 

 ところで、この義務教育学校化については、本年度の５月以降、本格的に地元住民の方々と

の協議や意見交換を進めてきました。そして、８月には全市民を対象に新学校名の募集を行い、

その結果をもとに本定例会に学校設置のための条例の改正案を上程させていただいております

ので、市議会の同意を得て、来春４月に開校したいと考えています。 

 ただし、来春、令和２年４月の開校時には、現在の奥野小と牛久二中の校舎を併用した施設

分離型での義務教育学校となる見込みで、１年生から４年生までが現奥野小学校の校舎で、５

年生から９年生までの５つの学年が現牛久二中の校舎での学校生活を想定しています。地元住

民や保護者との意見交換の中で、できるだけ早い時期での施設一体型の環境の実現を求める声

も多くありますので、その実現を図るべく、次年度以降、取り組んでまいりたいと思います。 

 ９年間の義務教育課程の学びを一つの学校で行う義務教育学校は、牛久市では初めての試み

です。５・６年生への教科担任制の導入や５年生からの部活動参加など、義務教育学校ならで

はの活動を推進しながら、より特色ある学校づくりを進めていきたいと思っています。以上で

す。 

○議長（石原幸雄君） 池辺己実夫君。 

○１１番（池辺己実夫君） 教育長、詳しい説明、ありがとうございました。 

 今の説明で、よく奥野のことは何とか理解できたので。それでは、奥野地区以外の地域にお

ける学校教育の展望についてお聞きいたします。 

 根本市長は、以前の答弁の中で、牛久市のまちづくりを考えた場合、ひたち野地区や牛久駅

周辺地区、そして、奥野地区とそれぞれの地区の特性があり、それに応じたまちづくりが大切



 

であるという旨の御発言があったと記憶しております。 

 そこで、そのような観点に立った際の学校教育行政についての考え方についてお聞きしたい

と思います。奥野地区の考え方や対応につきましては、教育長から答弁があって、わかりまし

たが、それ以外の地区についての今後の学校教育の行政の考え方、展望について、どのように

考えをお持ちなのか、お伺いします。 

○議長（石原幸雄君） 市長根本洋治君。 

○市長（根本洋治君） 牛久市のまちづくりを考えた場合、ひたち野地区においては、若いま

ちでございます。人口増加に伴う新しい中学校の必要性から、ひたち野うしく中学校の建設を

進めました。また、牛久駅を中心とした従来からの市街化地域では、開発は一段落しています

ので、落ちついたまちの中で子供からお年寄りまでのさまざまな世代の方々が地域コミュニテ

ィを形成して生活しております。一方、奥野地区での人口減少が進み、高齢者世帯が多く、子

供の数が少ないという状況であります。このように同じ牛久市においても地域ごとにその特徴

は異なり、状況に応じた対応が必要であることは言うまでもございません。学校教育において

は、基本的な考え方として、保育園や幼稚園、そして、小学校、中学校と一貫した教育目標を

設定し、その目標を地域の皆様と共有しながら、そして、協働し、子供たちが豊かな学びを目

指すことが重要であると考えます。 

 ところで、２０１６年の学校教育法の改正に基づき、奥野小学校と牛久第二中学校を義務教

育学校とする準備を進めていることは、先ほど述べました。一方、ひたち野うしくでは、子育

て世代の多いまちでございますので、学校の規模も大きく、現時点での義務教育学校化は考え

ておりません。そこで、小中一貫教育に地域や幼稚園も連携した新しいキャンパス構想が必要

となってくると思います。ひたち野うしく中学校では、平家建てでスロープもあり、バリアフ

リーですので、車椅子の子供たちにも対応できます。そうした意味では、ユニバーサルデザイ

ンの学校ですので、多様な子供たちが地域の皆様とともにここで学べる空間をつくり出してい

きます。また、従来からの市街化地域である牛久駅の周辺地区では、緩やかでございますが人

口減少が見られますので、状況を見ながら、一貫教育を進めていく方法も探っていかなければ

ならない状況にあると思われます。牛久小学校地区には、牛久城址や小川芋銭、そして、住井

すゑなどのさまざまな文学・歴史遺産がございます。そういったもの学校教育に盛り込んでい

く予定でございます。また、牛久一中には、すばらしい合唱があります。こうしたものを学校

づくりの中心に据えていくのもよいことだと私は思っております。 

 いずれにしましても、牛久市の人口は現在約８万５，０００人を下回り、わずかながら減少

傾向にございます。児童生徒につきましても、一部の学校を除いて減少傾向でございます。そ

のような中で、将来的な思考の一つとして一貫教育を進めながら、児童生徒の減少を想定した



 

学校教育環境のあり方も考える必要があると思います。 

 現在、奥野地区で進めている取り組みは、ある意味では、他の地区においての将来の児童生

徒の減少に対応するための社会的な実験的な意味合いを持つ企画であると考えております。現

時点で早計に結論づけることはできませんが、２０年先、３０年先を見据えた学校づくりを今

後も検討してまいります。 

○議長（石原幸雄君） 池辺己実夫君。 

○１１番（池辺己実夫君） ありがとうございました。 

 昨日、根本市長が教育の中で自分は小学校と中学校が一緒になっていた上町のところで、一

緒というのは変ですけれども、そういった形の近くにある環境の中で育ったから、だんだんそ

んなふうになっていくのもあるのかなみたいな形の答弁がきのうあったと思うんですけれども、

私もまさしく、そこの部分では、本当にそんなふうにだんだんなっていくのかなと思います。

本当に年上の人たちと生活の中で、勉強ばかりじゃなくて、いろいろな形で引き上げていただ

いて、先輩後輩のきずなみたいな形で伸びていく。そういった形というのがだんだん、新しい

ひたち野うしくは別にしても、こちら側の旧市街からもそういった形になっていくんじゃない

かなと思いました。 

 あと、選挙のことに関しては、選挙管理委員会や何かがあるのに、いろいろ何か注文をつけ

たみたいな質問もしましたけれども、本当に前向きに考えてもらいたいし、やはり７時という

のは本当にスタンダードになってきていると思うんですよ。それと、やはり、私は選挙の開票

の立ち会い、皆さんも多分やっていると思うんですけれども、そんな中で、物すごい、全国比

例とかになると夜中になってしまうじゃないですか。そういったことも考えた上で、早く終わ

れば早くできるのかなみたいな、そういったことも思うので、ぜひ、その辺は、ここでは決め

られないでしょうけれども、選管や何かでも前向きに考えていただきたいなと思っております。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（石原幸雄君） 以上で１１番池辺己実夫君の一般質問は終了いたしました。 

 本日の一般質問はこれまでで打ち切ります。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて延会いたします。 

 御苦労さまでした。 

                午後４時１１分延会 

 


